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ド
イ
ヅ
に
お
け
る
国
の
無
過
失
責
任
論

(四)

次

序
第
一
九
日
中
国
の
無
過
失
責
任
の
理
論
的
基
礎

第
一
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
の
展
開

第
二
節
オ
ツ
ト
l

・
7

イ
ヤ
l
に
お
け
る
公
法
上
の
鍋
失
補
償
の
理
論

第
一
款
検
討
の
前
提

第
二
款
公
法
上
の
損
失
補
償
の
制
度

第
三
款
「
特
別
の
犠
牲
」
概
念
の
二
面
性

第
四
款
公
法
上
の
危
険
責
任
の
法
理

第
五
款
マ
イ
ヤ
l
的
補
償
理
論
の
意
義
と
限
界

第
三
節
ワ
イ
マ

l
ル
学
派
の
補
償
理
論

第

一

款

序

説

第
二
款
法
治
国
家
的
補
償
理
論

秋

義

Ul 

昭

第
三
款
国
家
的
利
得
の
返
還
理
論
(
以
上
第
二
五
巻
一
リ
)

第
四
節
犠
牲
補
償
-
請
求
権
の
思
想
と
そ
の
展
開

第

一

款

序

説

第
二
款
犠
牲
補
償
請
求
権
思
想
の
成
立

ω
警
察
国
家
時
代
の
補
償
理
論

1
1
l
m
吋

印

何

5
-〉
戸
同

N
I
l
-

助
訓
ヨ
巴
ロ

E
r
m
の
適
用
範
関

ω
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
一
五
三
条
と
四
ヨ
巴

=
E「
月

第
五
節
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

第

一

款

序

説

第
二
款
公
益
事
業
と
国
の
無
過
失
責
任

第
三
款
公
権
力
の
行
使
と
国
の
無
過
失
責
任

第
四
款
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
ー
ー
そ
の
背
信
我
と
限
界
!
|
(
以
上

北法28(3・1)435



説

第
二
五
巻
三
号
)

第
二
平
ボ
ン
基
本
法
下
に
お
け
る
判
例
理
論
の
確
立

第
一
節
「
収
用
類
似
の
侵
虫
己
概
念
の
形
成

第

一

款

序

説

第
二
款
判
例
理
論
の
展
開

第
二
節
「
収
用
類
似
の
侵
生
日
」
の
内
容

第
一
款
要
糾
(
以
上
第
二
六
巻
第
二
号
)

第
二
款
損
失
補
償

第
三
節
犠
牲
補
償
請
求
権
(
〉

chazgmga官
5
5

第

一

款

序

説

第
二
款
犠
牲
補
償
請
求
権
の
要
件
と
効
果

第
四
節
判
例
理
論
に
対
す
る
学
説
の
反
応

第

一

款

序

説

第
二
款
無
過
失
責
任
否
定
論

第
三
款
批
判
的
学
説
の
動
き

第
四
款
収
用
類
似
の
侵
害
と
職
務
責
任
(
以
上
木
号
)

第
三
章
わ
が
国
法
上
の
問
題
点

北法28(3・2)436

-，ム
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第
二
款

失

布市

損

{賞

収
用
類
似
の
侵
害
の
法
的
効
果
と
し
て
の
損
失
補
償
に
つ
い
て
も
、
判
例
は
、
原
則
的
に
は
そ
の
収
用
的
性
格
を
維
持
し
て
き

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
損
失
補
償
は
基
本
法
一
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
に
、
違

法
な
侵
害
の
相
手
方
は
、
損
失
補
償
の
種
類
と
範
聞
に
関
し
て
、
適
法
だ
と
す
れ
ば
特
別
法
が
認
め
た
で
あ
ろ
う
請
求
権
に
制
限
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
違
法
な
侵
害
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
特
別
の
公
共
の
利
益
が
一
般
的
に
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
損
失
補
償
を
、
適
法
な
侵
害
に
対
し
て
実
定
化
さ
れ
、
恐
ら
く
公
共
の
福
祉
を
創
酌
し
て
、

相
手
方
の
利
益
を
完
全
に
は
考
慮
し
て
い
な
い
基
準
に
し
た
が
っ
て
ケ
与
え
る
と
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
別
法
に
よ
る
損
失
補

い
わ
ば
最
低
限
の
補
償
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
違
法
な
侵
害
に
お
け
る
損
失
補
償
請
求
権
は
、
そ
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
特

別
法
で
規
定
さ
れ
た
請
求
権
を
こ
え
る
こ
と
が
あ
り
う
列
。
こ
の
こ
と
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
は
、
原
則
と
し
て
、

相
手
方
の
蒙
っ
た
価
値
の
喪
失
(
巧
巾
え

2
ュ5
C
以
下
で
は
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に

位
は
、



お
け
る
損
失
補
償
は
、
適
法
な
侵
害
の
場
合
に
お
け
る
損
失
補
償
に
対
し
て
、
特
別
な
地
位
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
特

に
判
例
・
学
説
上
問
題
祝
さ
れ
て
き
た
点
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
は
、
収
用
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
に
、
侵
害
の
客
体
自
体

に
生
じ
た
損
失
の
調
整
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
職
務
責
任
請
求
の
場
合
と
は
異
な
り
、
補
償
は
、
得
ベ
か
り
し
利
益
守
口
円
i

宮
口
内
2
2
0
2
1
5〉
を
も
含
め
た
完
全
な
賠
償
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
体
の
喪
失
分

3
c
z
s
E
Z
ュ5
C
、
す
な
わ
ち
、
相
当
な

補
償
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
会
を
逸
し
た
り
、
収
益
の
可
能
性
が
失
な
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
補
償
は
支
払
わ
れ
な
い
。
物

損
失
補
償
の
範
囲

あ
る
い
は
権
利
が
剥
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
対
象
の
価
値
の
み
、
侵
害
の
場
合
に
は
、
対
象
自
体
の
侵
害
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損

1劫

害
の
み
が
補
填
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
補
償
額
の
確
定
は
、
原
則
と
し
て
、

商
品
の
喪
失
の
場
合
に
は
、
通
常
期
待
さ
れ
る
収
益
の
可
能
性
は
、
取
引
価
格
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
特
に
補
償
を
要
し
な
い

と
も
い
え
る
が
、
営
業
上
利
用
さ
れ
る
不
動
産
、
動
産
、
特
に
、
現
に
設
置
さ
れ
稼
働
し
て
い
る
企
業
に
対
す
る
侵
害
に
お
い
て
は
、
そ

の
侵
害
の
た
め
に
収
益
が
通
常
の
蛍
業
利
益
以
下
に
減
ず
る
損
失
は
、
補
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
連
邦

最
高
裁
判
所
の
判
例
上
、
営
業
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
得
ベ
か
り
し
利
益
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
れ
v

。
通
常
の
価
格
L
V

〈
宮
B
包
ロ
白
老
町
立
〉
に
よ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論

収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
、
他
の
責
任
規
定

に
お
け
る
と
同
様
に
、
共
同
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
に
判
例
上
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
相
手
方
が
損
害
を
自
ら
有
責
に
ひ
き
お
こ
し
た
の
に
、
彼
に
損
失
補
償
を
認
め
る
こ
と

共
同
責
任
(
冨
広

2
5ロ
E
E
E〉
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一
般
的
に
通
用
す
る
信
義
誠
実
の
原
則
を
定
め
た
ド
イ
ツ
民
法
二
回
二
条
、
被
害
者
の
有
責
に
つ
い
て
定
め
た
同
ド
イ
ツ
民
法
二
五

回
条
の
法
思
想
よ
り
み
て
、
適
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

は

更
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
三
項
の
準
用
が
問
題
に
な
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
職
務
責
任
に



説千ん

U同

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
の
聞
に
存
す
る
本
質
的
な
相
違
と
し
て
、
前
者
に
お
い
て

《

03

は
、
法
的
手
段
を
尽
く
さ
な
い
場
合
に
は
責
任
が
生
じ
な
い
こ
と
を
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
は

収
用
類
似
の
侵
害
の
場
合
に
、
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
学
説
は
必
ず
し
も
判
例
に
同
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

;ft法28(3・4)438

収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
と
同
時
に
、
民
法
上
の
所
有
者
|
占
有
者
の
関
係
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
権
、
民
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
生
ず
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
判
例
は
こ
れ
を
否
定
的
に
解
し
て
い
る
。
と
い

四

請
求
権
の
競
合

う
の
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
の
基
礎
は
、
常
に
、
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
に
対
す
る
違
法
な
高
権
的
侵
害
で

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
民
法
上
の
請
求
権
と
の
競
合
的
成
立
を
排
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
有
責
・
違
法
の
高
権
的
な
侵
害
に
お
い
て
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
と
、
基
本

法
三
凶
条
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
に
よ
る
職
務
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
、
競
合
的
に
成
立
し
う
る
と
解
し
て

い
る
。
阿
請
求
権
は
全
く
別
の
法
領
域
に
根
源
を
有
し
、
そ
の
要
件
・
内
容
・
権
利
追
求
保
護
の
可
能
性
に
関
す
る
関
係
者
の
地
位
が
奥

な
り
、
両
者
が
並
存
し
う
る
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
損
失
補
償
請
求
権
の
債
務
者
は
直
接
の
受
益
的
団
体
で
あ

り
、
職
務
責
任
の
主
体
は
職
務
を
委
託
し
た
団
体
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
競
合
し
う
る
両
請
求
権
が
、
公
法
上
の
別
の
法
人
格
に
対
し
て

向
け
ら
れ
る
こ
と
が
お
こ
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
、
職
務
責
任
に
基
づ
い
て
請
求
さ
れ
る
団
体
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
他
の
方
法
に
よ

る
賠
償
の
可
能
性
(
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
)
と
し
て
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
に
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
が
一
般
的
に
準
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
、

す
な
わ

ち
、
そ
の
請
求
権
は
、
相
手
方
が
他
の
方
法
に
よ
る
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
当
然
に
前
提
と
す
る
か
ど
う
か
の
問



〈
同
〉

題
は
、
判
例
上
い
ま
だ
明
確
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

消
滅
時
効
期
間
こ
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
特
別
法
で
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
一
九
五
条

の
規
定
に
よ
り
二
一

O
年
で
あ
る
。
こ
の
損
失
補
償
誇
求
権
は
、
民
法
八
五
二
条
の
意
味
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
異
な
る
か
ら
、

同
条
に
定
め
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
(
三
年
)
は
、
特
別
法
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。

五

北
川
ザ

わ
L
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(
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切
C
Z
N
m
・
M
g
(
M
∞
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〉
二
ω
・
ω
8
2
ミ
tω
∞
∞
)
一
日
ω
・
一
印
回
(
一
三
円
)
・

(
2
〉
∞
の
国
N
N
ω
.
5
吋
(
二
一
J
二
M)
・

(
3
)

連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
そ
の
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
∞
の
Z
N
m
-
M
3
〈
日
山
田
〉
二

7
5
m
(
一
宝
〉
ニ
タ

ω∞印

(ω
∞
∞
〉
二
印
句

M
ω
(
M
m
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山

M
U
W
M
一寸

(MM
吋
)
一
一
ω
0

・
ωω
∞
(ω
印一円『〉
C
m
者
-

(
4
)

た
と
え
ば
、
判
例
は
、
販
売
会
(
〈
2

E戸
P
2
E
g
g
-
E口
問
)
の
開
催
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
(
回
の
国
N
S
W
M
D
e
、
宣
伝
の
可
能
性
、
が
違
法
に
佼

言
さ
れ
た
場
合
宙
の
Z
Z
]
巧
呂
田
0

・
一
回
印
白
〉
、
現
存
す
る
商
品
の
賃
貸
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
(
凶
O
Z
Z」
者
一
回
目
?
}
∞
-M
・一回
]ω
〉
に
、
得
べ
か
り

し
利
益
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
難
民
の
た
め
の
宿
泊
所
の
徴
用
に
お
い
て
は
、
賃
貸
料
の

一
小
足
額
、
収
入
の
損
失
(
客
に
賃
貸
で
き
な
い
し
、
備
え
の
商
品
が
売
れ
な
い
て
建
物
の
過
度
の
消
耗
の
た
め
の
損
失
の
補
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る

3
0同
国

N
刃
包
¥
巴
〈
一
0

・
白
・
一
回
虫
)
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
最
近
の
判
例
は
、
支
庖
に
よ
る
企
業
の
拡
張
の
機
会
が
失
な
わ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
は
補
償
を
認
め
て
い
な
い
宙
の
出
N

日
ア
出
∞
・

8
∞
民
円
切
の
出

Z
』
当
否
込
二
日
三
コ
。
た
だ
、
以
前
は
、
業
務
の
近
代
化
が
妨
げ
ら

れ
た
り

ao出
Z
巧
石
田

-
S印
叩
)
、
企
業
の
も
の
と
定
め
ら
れ
た
土
地
の
建
築
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
(
∞
の
国

Z
]
巧
吉
田
w
M
-
o
一
、
日
一
宮
)
、
補

償
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

(
5
)

〉己『
D
司

r
2
2
m
gロ
国
甘
さ
n
y
に
関
し
て
、
共
同
責
任
を
認
め
た
も
の
と
し
て
は
、
切
の
出
N
h
a
w
M
g
(
M
U
ち
が
あ
る
。

(
6
)

こ
の
法
思
想
は
、
期
呂
田
∞

E
L巾
ωrE四
2
2
N
の
「
財
産
上
の
損
失
の
発
生
の
際
に
、
被
収
用
者
の
責
任
が
共
同
し
て
作
用
し
た
場
合
に
は
、
ド

イ
ツ
民
法
典
二
五
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
の
規
定
の
中
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
規
定
は
、
期
待
∞

E
常
m
F
E
E
D
m
ω
悶

2
2
p
湖

一ω
国

ω口
Z
N
Z
互の
E
2
2
N
に
も
み
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
三
項
「
被
害
者
が
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
、
法
的
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
旧
損
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
怠
っ
た

jヒi:li28C3・5)439
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説

と
き
は
、
賠
償
義
務
は
生
じ
な
い
」
。

(
8
〕
∞
の
国
N
E
-
g
Qご・

(
9
)
司

0
2
5
0
F
c
z
z
n
F
仏
巾
ω

〈
q
g
x
g岡田
H
2
r
F
E
-
-
-
u
・
〉
ロ
2
・
ω・
ωω
一
で
は
、
「
損
失
補
償
請
求
権
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三

九
条
三
項
は
適
用
が
な
い
。
権
利
者
は
単
に
ド
イ
ツ
民
法
二
五
四
条
に
よ
る
共
同
責
任
を
申
し
た
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
D
ロ
2
5
N
5
〉
ロ
唱
EM門
甘
口
町

L
E
抑∞
ωU
〉
ぽ

ω
切
の
∞
『
巳

L
g
〉
E
y
u
n
r自
宅
内
向
。
ロ
『
R
r
g三
品
江
町

2

2同

2
mロロロ岡田向}包

n
r
g

回
口
間
口
『

r・
0
0〈
呂
田
町
・

ω目
ω
N
吋
は
、
こ
の
場
合
に
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
二
項
の
準
用
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
す

る
と
こ
ろ
は
‘
同
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
三
項
は
、
共
同
責
任
の
特
に
明
確
な
場
合
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
法
趣
旨
、
政
策
的
考
慮
か
ら
す

れ
ば
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
一
般
的
な
法
原
則
だ
と
い
え
る
こ
と
、
同
切
の
出
は
、
ド
イ
ツ
民
法

八
三
九
条
一
項
二
段
の
準
用
を
拒
絶
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
損
害
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
復
数
の
者
は
、
連
帯
債
務
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う

原
則
を
被
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
グ
一
般
的
な
不
法
行
為
法
上
の
異
物

(pgdLE弓
Z
Y
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
三
九
条
三
項
は
、
損
害
の

関
係
者
は
何
人
も
損
得
を
減
少
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
法
思
想
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
両
者
に
は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
、
同
八
三
九

条
三
項
が
、
ド
イ
ツ
民
法
の
他
の
責
任
規
定
と
の
関
連
で
準
用
を
許
さ
な
い
特
別
規
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
賠
償
給
付
を
目
的
と
し
た
他
の
規
定

と
の
関
連
で
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
-
凶
こ
の
請
求
権
と
職
務
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
権
に
お
け
る
利
益
状
態
が
同
一
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

ま
た
同
様
に
、
イ
エ

l
ニ
ケ

Q
Z巳
尖
る
も
こ
の
場
合
に
準
用
を
認
め
、
「
結
果
除
去
請
求
権
と
結
び
つ
い
た
違
法
な
国
家
行
為
の
取
消
し
と
損
失
補

償
の
規
定
と
は
、
統
一
的
な
権
利
保
護
体
系
の
二
つ
の
部
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
損
害
が
救
済
手
段
を
尽
寸
こ
と
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
場

合
に
は
、
そ
の
限
り
で
請
求
権
を
認
め
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

(
U〈
巴

5
2
・∞
-
u
一
白
〈
山
一
吋
)
吋
守
R

Z
円・

3
0
ベ
ン
ダ

ー
は
、
「
法
政
策
的
に
は
、
ま
さ
に
直
接
的
な
過
失
か
ら
独
立
し
た
国
家
責
任
の
領
域
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
三
項
に
い
く
ぶ
ん
沿
っ
た
規
定

が
適
切
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
自
ら
の
見
解
を
必
ず
し
も
明
確
に
し
て
い
な
い

(
F邑
R
ω
g巳
与
え
宮
認
可
2
Z
-
ω
-
u
Z
)。

(
叩
)
切
の
出
園

N
H
N

一印
ω
¥
印
印
〈
・
ム
・

N
.

一
∞
印
吋
一
回
の
出
園
N

閉
山
一
吋
白
¥
印
印
〈
-

M

∞
.

N

一回日吋・

(
日
〉
回
の
出
N
Z
-
∞
∞
本
稿
白
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
二
号
一

O
九
頁
参
照
。

ヘ
ロ
〉
回
C
E
N
G
-
∞
∞
が
、
明
確
に
そ
の
こ
と
を
述
べ
た
。

(
ほ
)
一
九
五
八
年
一
月
一

O
日
の
判
決
(
切
の
出
N

M
∞
"ω
一O
)

は
、
判
回
日
の
中
で
「
収
用
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
相
手
方
が
他
の
方
法
で
賠
償
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
生
じ
う
る
」
と
述
べ
た
が
、
判
決
理
由
中
で
は
か
か
る
原
則
が
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

:::.6. 
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〈
川
門
)
ド
イ
ツ
民
法
一
九
五
条
「
普
通
の
消
滅
時
効
期
聞
は
三

O
年
で
あ
る
」
。

(
日
〉
切
の
出
N
U
W
M
O
U

二
ω
-
g・

(日山)州内可申口。ァ

0
5
巴問
mHdESω
町内弓
E
Z
σ
E
ι
2
問。口町丹田百円。口
}dc
口問

L
2

∞E
J
L
2
m
2
-
n
r
t
r
o
r
p
ロ
H
C
N
-
u
m
f
ω
・品目

(
げ
)
た
だ
、
違
法
な
加
害
で
あ
っ
て
も
、
無
過
失
の
場
合
に
は
過
失
あ
る
場
合
に
較
べ
て
、
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
が
あ
ま
り
に
も
異
な
り
す
ぎ
、
均

衡
を
失
す
る
と
い
う
判
例
は
あ
る

(Fmω
一
戸

0
2
2
z
-四
ロ
ロ
ロ
四
回
同
一

o
E
E
田
口
問
ユ
ロ

5
牛

2
H
N
2
r
g胃
2
7
5同
仏

2

∞E
L
2向
2
n
r
g
y
D
F

U
E
N
一
回
目
引

J
ω
・
ω吋
印
)
。

第
三
節

犠
牲
補
償
請
求
権
(
〉
己
目
。
℃
r

E
ロ
m
g
E胃

5
5

第
一
款

説

序

凶

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
序
章
七
五
条
に
由
来
し
、
伝
統
的
な
損
失
補
償
制
度
の
実
定
法
的
基
盤
を
提
供
し
て

き
た
犠
牲
補
償
請
求
権
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
に
お
け
る
財
産
権
・
収
用
の
概
念
が
判
例
に
よ
り
拡
張
的
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
の
存
在
意
義
が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
学
説
の
中
に
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
適
用
領
域
が
消
滅
し
て
し
ま
っ

ドイツにおける国の無過失責任論

た
と
み
る
も
の
や
、
公
法
上
の
損
失
補
償
を
よ
F
E
-
r
r
B口
}
己
片
「
2
〉
口
問
。
三
巾
2
2
m窓
口
凹
耳
目
「
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
が
、
な
お
、

判
例
・
学
説
は
収
用
と
犠
牲
補
償
請
求
権
の
区
別
を
認
め
て
き
た
。
収
用
は
、
公
権
力
に
よ
る
違
法
・
無
過
失
の
財
産
権
に
対
す
る
侵
害
一
同

行
為
に
ま
で
は
及
び
え
な
か
っ
た
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
こ
の
分
野
に
犠
牲
補
償
を
認
め
る
判
決
を
下
し
、
犠
牲
補
償
請
求
権
は
、

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
で
は
む
し
ろ
こ
の
点
に
、
そ
の
唯
一
の
存
在
価
値
を
見
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、

ボ
ン
基
本
法
の
下
に
お
い
て
は
、

;It法28(3・7)441

先
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
の
法
理
に
よ
り
、
犠
牲
補
償
請
求
権
に
残
さ
れ
た
こ
の
適
用

領
域
す
ら
も
収
用
補
償
の
制
度
の
中
に
包
摂
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ボ
ン
基
本
法
下
に
お
け
る
収
用
概
念
の
徹
底
的
な
拡
張
は
、
再
び
収
用
・
収
用
類
似
の
侵
害
・
犠
牲
補
償
請
求
権
の
相
互
関
係
に



説

関
す
る
学
説
上
の
論
議
を
ま
き
お
こ
し
た
。
た
と
え
ば
、

シ
ャ
ツ
ク
は
、
収
用
を
権
利
の
剥
奪
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
適
法

北法28(3・8)442

な
侵
害
行
為
に
限
定
し
、
加
害
が
相
手
方
に
対
す
る
侵
害
に
基
づ
か
な
い
と
か
、
軽
微
な
財
産
権
の
制
限
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
収

A 
u問

用
と
は
い
え
な
い
場
合
、

お
よ
び
収
用
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
違
法
な
侵
害
の
場
合

を
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
も
同
様
に
、
違
法
・
無
過
失
の
加
害
の
場
合
は
、
む
し
ろ
公
用
収
用
法

の
基
礎
を
な
し
て
い
る
一
般
的
な
法
思
想
、
す
な
わ
ち
犠
牲
補
償
請
求
権
の
問
題
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
ホ
ル
ス
ト
は
、
侵
害
行
為
の
適

法
・
違
法
と
は
無
関
係
に
、
財
産
的
権
利
の
剥
奪
を
収
用
と
し
、
非
財
産
上
の
損
害
お
よ
び
剥
奪
に
い
た
ら
な
い
財
産
権
の
制
限
を
犠
牲

補
償
請
求
権
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ヤ
ン
セ
ン
は
、
そ
れ
に
対
し
、
侵
害
行
為
の
目
的
性
と
非
目
的
性
を
基
準
に
し
て
、
収
用
の
場
合
は

目
的
的
作
用
で
あ
り
、
犠
牲
補
償
請
求
権
は
行
政
活
動
の
意
図
さ
れ
な
い
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ボ
ン
基
本
法
一
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
収
用
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
財
産
権
に
対
す
・
る
適
法
な
い
し
違
法
の
侵
害
行
為
に
基
づ
く
損
失
補
償
を
、
収
用
・
収
用
類
似
の
侵
害
・
犠
牲
補

償
請
求
権
の
い
ず
れ
で
認
め
る
か
は
、
用
語
上
の
問
題
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
間
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

と
こ
ろ
で
、
収
用
概
念
が
い
か
に
拡
張
さ
れ
よ
う
と
も
、
補
償
を
必
要
と
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
収
用
概
念
に
含
ま
れ
な
い
特
別
な

種
類
の
損
害
は
存
在
す
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、

対
し
て
は
、
損
失
補
償
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。

一
貫
し
て
、
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
生
じ
た
身
体
的
損
害

(
州
内
。
召
巾
同
閉
口
}
戸
白
内
同
市
ロ
)

H
N巾
口

r
g
m
g丹
市
町
)

生
命
・
身
体
・
健
康
・
自
由
と
い
っ
た
非
財
産
的
権
利

に
対
す
る
侵
害
は
、
結
果
と
し
て
財
産
的
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
損
害
は
当
然
補
償
さ
れ
る
べ
き

(巳口
E
4
2
B
u
m四
ロ
回
当

2
g

と
す
る
学
説
は
す
で
に
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
従
前
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
を
く
つ
が
え
し
、
こ
の
よ

う
な
非
財
産
的
権
利
の
侵
害
に
基
づ
く
損
害
に
対
し
て
、
犠
牲
補
償
請
求
権
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
ボ
ン
基
本
法
の
下
で
の
こ
の
判
例
の

展
開
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
に
新
た
な
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
り
、
個
人
の
権
利
保
護
の
体
系
に
お
け
る
重
要
な
間
隙
が
閉
じ
ら
れ



〔
叩
)

る
に
い
た
っ
た
。

本
節
で
は
、
こ
の
身
体
的
損
害
の
場
合
を
カ
バ
ー
す
る
犠
牲
補
償
請
求
権
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
判
例
を
も
と
に
し
て
そ
の
具
体
的
内

容
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

帥

(
1
)

犠
牲
補
償
請
求
権
思
想
の
成
立
と
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
下
に
お
け
る
そ
の
適
用
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
本
稿
口
北
大
法
学
論
集
二
五
巻

三
口
勺
六
四
頁
以
下
で
触
れ
た
。

(
2
)
m
C
N
一k
A
0
.
M
g
Q∞
一
民
)
・

(
3
)
ω
円}百円}内
4
0
0吋
『
位
円
〉
己
『
D円

V
F
Eロ
m
g
E司
E
n一
回
ロ
与
ゆ
ロ
影
山
同
三
丘
四
ロ
ロ
ロ
四
百
口
片
的
nr昨
ハ
ロ
間

EH間
〈

2
z
a
σ
σ
口
宏
明
N
E
E
-
]
N
-
u印町、

ω
・品川印

hh
・

A
N
吋
・

(

A

)

西
銃
撃
「
公
法
上
の
危
険
責
任
論
」
一
一
五
頁
。

(
5
)

西
笠
・
前
掲
一
一

O
、
一
一
一
頁
。

(
6
)
』

g
m
m勺
P
0
2
〉コ凶甘「
c
n
y
E
h
開
三
百
一

ME-官
長

Z
F
〉
え
c又
2
5
m
g
L
H
W三
早
川
口
戸
口
問
4ω

一四一

-
-
m
m
『
『
な
お
、
西
埜
・
前
掲
書
一
一
一
一
員
以

下
。
シ
ュ
ナ
イ
デ
ン
も
ヤ
ン
セ
ン
と
同
様
に
、
収
用
は
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
財
産
権
に
対
す
る
適
法
な
意
図
さ
れ
た
侵
害
釘
包
乙
す

巴
口
問
ユ
ロ
巾
)
で
あ
り
、
犠
牲
補
償
請
求
権
は
、
生
命
・
自
由
・
健
康
に
対
す
る
全
て
の
適
法
な
侵
害
お
よ
び
財
定
権
に
対
す
る
適
法
な
意
図
さ
れ
な
い

侵
行
(
た
と
え
ば
、
軍
隊
の
射
撃
訓
練
に
よ
り
演
習
地
内
の
材
木
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
)
で
あ
る
と
し
て
い
る

3
n
r
Z
E
E
-
-
2
u
Fえ
?
〉
三
毛
l

p
円ロコ
m
=
=
L
何

=
T出向ロロロ
m-ω
・
ω一)。

(

7

)

収
用
と
収
用
類
似
の
侵
害
に
関
し
、

F
o
p
e
s
o唱

ω
・
5
・
収
用
と
犠
牲
補
償
請
求
権
に
関
し
、

0
5
2
E
r
-
-
ω
Z己
与
え
宮
口
問
R
R
Z
v
ω

∞
ゴ

安
U
Z
N
S
W
∞∞

(
8
U
H
N
C
N
吋

N-
∞
印
(
∞
∞
)
一
一

B
-
ム
同
町
二
M
戸

ωo
一
ニ
ム
?
ω
日印

(ωωω)
二印町、

ωO印
・
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
同
化
大
法
学
論
集
二

五
径
三
け
九
一
頁
参
照
。

(
9
)

も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
当
初
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
∞
の
Z
N
∞
・
吋
ω
コ
・
で
は
、
沿
道
住

民
の
侵
害
に
お
い
て
、
本
来
は
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
場
合
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
犠
牲
補
償
請
求
権
を
援
用
し
て
い

~t法28(3 ・ 9)443
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説

る
。
図
。
出
N

一ω
・
∞
二
『
・
で
は
、
誰
が
廃
挫
の
片
づ
け
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た
か
の
考
察
に
お
い
て
、
収
用
類
似
の
佼
百
と
犠
牲
補
償
請
求
権

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
切
の
E
N
g
-
ω
町
田
口
・
で
は
、
蜂
の
毒
殺
に
よ
る
養
蜂
家
の
損
害
が
、
犠
牲
補
償
請
求
権
で
判
断
さ
れ
て
い
る
の

Z
』
巧
石
印
?
ω
・
品
目
∞
で
は
、
経
済
行
政
庁
の
指
導
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
お
い
て
、
収
用
お
よ
び
犠
牲
に
基
づ
く
損
符
賠
償
請
求
権
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
亡
、
「
ζ

Z
『

-
N
N
E

〈
司
君
主
宮
口
問
問
ゅ
の

ZA--常
ヨ
・
、
吋
目
で
は
、
輸
出
禁
止
に
基
づ
く
損
答
に
お
い
て
、
犠
牲
補
償
請
求
権
が
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
、
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

U
Q
〈

3
8
・
ω
・
印
竺
で
は
、
業
務
に
つ
い
て
の
不
当
な
不
許
可
に
基
づ
き
公
証
人
に
生
じ
た
鎖
告
に

対
す
る
賠
償
請
求
権
と
し
て
、
犠
牲
な
ら
び
に
収
用
類
似
の
侵
存
の
観
点
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
∞
O
Z
N

Nωu
一
可
で
、
∞
の
国
N
∞
v
M
吋
ω
去
の
判
決
を
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
よ
っ
て
一
般
的
な
犠
牲
の
原
則
は
、
財
，
反
的
な
権
利
の
侵
害
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
か
ぎ
り
、
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
そ
の
後
の
判
例
は
、
こ
の
区
別
を
正
当
だ
と
し
て
き
で
い
る
。
ロ
O
Z
N
日

ω
w
M
8
・
Mm-

一
。
一
民
、

ω
一口一

ω0
・
MA
一一

ω
ケ
ゴ
ω
N
U
N
B
一
ω
?
一
∞
∞
・
去
り
HN
一回目、

ω
・
印
∞
プ
ロ

ο〈
一
∞
印
タ

ω
・
日
N
一【
)
Q
〈
呂
田
?
ω
・∞一寸・

(
旧
)
そ
れ
以
前
に
も
、
特
別
法
で
身
体
的
な
損
害
に
関
し
て
補
償
を
認
め
る
例
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
種
痘
損
得
に
つ
い
て
は
、
∞
E
L
2月
5
7
2
m
σ
l

再
定
〈
一
∞
・
吋
・
呂
田
ご

=DH仏
H
Y
-
-
=
2え

H
2
1
m
n
r
E
E四
2
2
N
〈
'
S
・
M-
一回印
ω

無
罪
判
決
が
あ
っ
た
場
合
の
自
由
の
剥
奪
に
つ
い
て
は
、

何回昔口
E
丘
四
口
口
問
問
問
。
耳
仲
間
〈
-
一
子
吋
・
一
UOア
〈
-
N
0
・
印
・
一
∞
∞
∞
・
内
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
訴
に
つ
い
て
は
、
吋
5
E
X
2
7
E
Z常
R
C
〈・

-N
・

印
↓
UN0
・
適
法
な
警
察
的
侵
害
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
、
副

3

P

2
丘口
7
2
℃

c
t
N
2
2
2と
古
口
四
兆
3
2
N
〈
・
一
・
由
一
忠
一
・
判
例
は
、
こ
れ
ら

の
立
法
を
犠
牲
補
償
請
求
権
を
定
め
る
特
別
法
だ
と
み
な
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
般
的
た
犠
牲
補
償
請
求
権
と
の
競
合
を
認
め
て
い
な
い

aozN

N
?
国印

H
A
?
印∞

5
=
・)。

弓̂-
民間

第
二
款

犠
牲
補
償
請
求
権
の
要
件
と
効
果

犠
牲
補
償
請
求
権
の
対
象

(
2
v
 

権
的
な
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
収
用
と
犠
牲
補
償
誇
求
権
の
決
定
的
な
相
違
点
は
、

生
命
・
健
康
・
身
体
の
不
可
侵
・
人
格
の
自
由
等
の
、
非
財
産
的
な
(
無
形
の
〉
権
利
に
対
す
る
高

し
た
が
っ
て
、
損
害

の
種
類
(
財
産
的
損
害
で
あ
る
か
非
財
産
的
損
害
で
あ
る
か
〉
で
は
な
く
て
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
(
財
産
権
で
あ
る
か
非
財
産
的
権
利
で

あ
る
か
〉
の
側
に
存
す
る
。
学
説
上
に
は
、
こ
れ
ら
の
非
財
産
的
権
利
以
外
に
も
、
基
本
権
と
し
て
保
護
さ
れ
た
人
聞
の
尊
厳
を
含
む
一

般
的
な
人
格
権
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
基
本
法
二
条
一
項
に
定
め
る
人
格
の
自
由
な
発
展
に
つ
い
て
の

;ltW28(3・10)444



権
利
と
し
て
、
児
童
の
違
法
な
進
級
停
止
の
よ
う
な
場
合
、
あ
る
い
は
名
誉
(
巴
同
町
巾
)
の
よ
う
な
人
格
権
、
特
に
基
本
権
と
し
て
保
護
さ

れ
て
い
な
い
全
て
の
自
由
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
定
め
る
職
業
選
択
の
自
由
(
回
2
己

P
P
2
r
2
C

等
を
も
対
象
と
す
べ
き
と
す
る
見

解
が
あ
る
。

判
例
に
よ
れ
ば
、
強
制
は
、
法
律
・
判
決
・
行
政
行
為
と
い
っ
た
古
典
的
な
強
制

手
段
に
か
ぎ
ら
ず
、
心
理
的
な
要
求
守
4nro-cm戸

2
7
2
〉

σ向。丘
2
P
宮
可

n
E
R
Z円
N
d〈

g
m
-
c
q
E
g
g印
刷
耳
目
閉
じ
で
足
り
る
と
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
法
律
上
の
義
務
で
は
な
い
が
、
国
家
の
勧
奨
に
従
っ
て
受
け
た
種
痘
の
場
合
、
患
者
が
医
師
の
治
療
に
関
す
る

法
律
上
の
義
務
に
任
意
に
従
っ
た
場
合
、
国
家
的
な
強
制
の
直
接
の
相
手
方
と
何
ら
か
の
関
連
の
あ
る
者
に
つ
い
て
、
判
例
は
損
失
補
償

を
認
め
て
い
る
。
現
代
の
計
画
的
・
指
導
的
・
生
活
配
慮
的
な
社
会
国
家
は
、
そ
の
目
的
実
現
の
た
め
に
、
法
律
上
の
命
令
・
禁
止
と
い

っ
た
正
面
的
な
法
的
強
制
の
人
な
ら
ず
、
よ
り
人
間
性
(
気
質
・
名
誉
心
・
利
己
心
・
責
任
感
等
)
に
訴
え
る
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
多

一
瓦
問
権
的
な
強
制

(
Z
O
E
I
-
-
n
Z円

N

ヨE
m
)

い
が
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
傾
向
に
敏
感
に
反
応
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
判
例
が
、
特
に
種
痘
損
害
の
場
合
に
つ

団
J
勺

hn* 

い
て
あ
ま
り
に
も
寛
大
に
補
償
を
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
学
説
上
、
「
保
健
所
が
、
万
が
一
の
損
失
補
償
請
求
権
を
避
け
る
た
め
に
、

そ
の
よ
う
な
奨
め
を
放
棄
す
る
と
い
う
好
ま
し
く
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
危
供
の
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

非
財
産
的
権
利
の
損
害
は
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
特
別
の
犠
牲
と
は
、
相
手
方
に
、
他
の
者
と
比

ドイツにおける国の無過失立任論

特
別
の
犠
牲

較
し
て
不
平
等
に
行
な
わ
れ
る
、
そ
れ
故
に
他
の
者
に
は
要
求
さ
れ
な
い
、

義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
と
い
え
ど
も
、
適
法
に
市
民
の
生
命
を
奪
い
、
健
康
を
そ
こ
な
わ
せ
る
当
然
の
権
利
を
有
す
る
わ
け
で

一
般
的
な
犠
牲
の
範
囲
を
こ
え
た
特
別
の
負
担
で
あ
る
と
定

~W;28(3 ・ 11 )445 

は
な
い
か
ら
、
生
命
あ
る
い
は
健
康
に
対
す
る
侵
害
に
よ
っ
て
直
接
謀
さ
れ
る
特
別
の
犠
牲
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
き
わ
め
て
稀
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
種
痘
損
害
の
場
合
を
も
含
め
て
、
通
常
は
、
市
民
が
高
権
的
措
置
に
よ
っ
て
適
法
に
特
別
な
危
険
に
曝
さ
れ
、
そ
の

危
険
が
個
別
的
な
場
合
に
具
体
化
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
か
、
適
法
な
作
用



説

の
偶
然
の
結
果
で
あ
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
(
収
用
類
似
の
侵
害
に
お
け
る
と
同
様
)
生
命
・
健
康
等
の
非
財
産
的
権
利
に
対
す
る
違
法

な
侵
害
の
場
合
に
問
題
に
な
り
う
る
と
い
え
る
。

ごユA
UittJ 

一
般
的
な
犠
牲
の
範
囲
を
こ
え
た
特
別
の
犠
牲
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
両
者

を
区
別
す
る
た
め
に
一
応
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
準
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

同
法
律
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
、
何
人
に
も
要
求
さ
れ
る
犠
牲
は
特
別
の
犠
牲
と
は
い
え
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
限
り
で

負
担
平
等
・
犠
利
平
等
の
原
則
は
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
種
痘
後
の
不
快
感
や
熱
の
よ
う
な
通
常
の
種
痘
反
応

Q
B又円
g
E
5る
、
体
操
の
授
業
の
際
の
偶
然
の
衝
突
事
故
や
捻
挫
、
兵
役
に
よ
る
損
害
等
は
、
い
わ
ば
一
般
的
な
強
制
と
必
然
的
か
っ

典
型
的
に
結
び
つ
い
た
一
定
の
損
害
で
あ
っ
て
、
法
律
上
各
自
に
不
可
避
的
に
要
求
し
た
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
の
犠
牲

る日で
。)は

な
し、

と
さ
れ
て
し、

る

特
別
の
犠
牲
vi 

一
般
的
な
強
制
に
通
常
随
伴
す
る
程
度
を
越
え
た
損
害
で
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
認
め
ら
れ

ω明
示
的
な
法
律
上
の
規
定
が
欠
け
、
あ
る
い
は
、
特
別
の
犠
牲
の
限
界
を
画
す
る
規
定
が
解
釈
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、

タ
事
柄
の
性
質
。
ま
た
は
ク
公
平
と
正
義
の
思
想
の
理
性
的
な
判
断
。
に
よ
っ
て
、
決
す
る
ほ
か
な
い
G

す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
裁
判

官
、
が
、
利
益
状
態
と
危
険
状
態
と
を
見
定
め
、
立
法
者
に
よ
っ
て
明
確
な
基
準
が
立
て
ら
れ
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
限
界
を
設
け
た
で
あ

ろ
う
か
を
判
断
し
て
、
い
わ
ば
「
立
法
的
方
法
」
(
『
羽
田
戸
白
Z
ユ
R
Z
冨
2
7。
仏
巾
)
に
よ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川

w
さ
ら
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
責
任
の
限
界
を
、
何
人
も
宿
命
的
に
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
的
な
タ
生
命
の
危
険
。

(
戸
与

3
2
2
F。
)
の
中
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
の
根
底
に
は
、
国
家
的
な
侵
害
が
こ
の
一
般
的
な
生
命
の
危
険
を
顕
在
化
す
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
損
害
は
、
個
人
的
な
、
固
有
の
、
相
手
方
の
宿
命
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
者
と
比
較
し
て
不

平
等
に
扱
う
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
す
る
思
想
が
あ
る
。
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同
連
邦
最
尚
裁
判
所
の
判
例
の
中
に
は
、

収
用
法
に
お
い
て
は
、
「
違
法
な
侵
害
は
原
則
と
し
て
、

法
律
上
の
一
般
的
な
犠
牲
の
範
間

を
越
え
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
故
に
通
常
は
そ
の
相
手
方
に
対
す
る
特
別
の
犠
牲
と
な
る
」
と
す
る
原
則
を
の
べ
た
一
九
六

0

年
四
月
二
五
日
の
判
決
の
趣
旨
を
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
場
合
に
も
あ
て
は
め
た
も
の
が
あ
る
。

蒙
っ
た
損
害
に
対
し
て
は
、
相
当
の
補
償
が
金
銭
で
支
払
わ
れ
る
。
た
だ
、
犠
牲
補
償
請
求
権
に
お
い
て
は
、
無
形

i
 

L
J
 

l
 
l
 
損
失
補
償

の
損
害
が
補
償
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
非
財
産
的
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
結
び
つ
い
た
財
産
的
損
害
(
た
と
え
ば
、
治
療
費
、
入
院
費
、

看
護
料
等
)
が
補
償
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
職
務
責
任
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
非
財
産
的
権
利
を
違
法

に
侵
守
一
目
し
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
精
神
的
苦
痛
そ
の
他
の
無
形
の
損
害
に
対
す
る
調
整
、
す
な
わ
ち
慰
謝
料

3
n
Y
2
2
N巾
5
m
m
E
)
は
考

慮
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
学
説
上
、
民
訟
の
不
法
行
為
法
の
現
状
お
よ
び
慰
謝
料
の
性
格
を
指
摘
し
て
、
批
判
す

る
戸
が
少
な
く
な
い
。

q"t 

(
1
)

犠
牲
補
償
請
求
の
法
的
基
礎
を
何
に
求
め
る
か
に
関
し
て
は
解
釈
が
わ
か
れ
て
お
り
、
同
(
不
文
の
)
法
治
国
家
的
な
憲
法
原
理
と
し
て
の
憲
法
的

地
位
を
有
す
る
原
則
(
負
担
平
等
の
原
則
)
と
み
る
(
巧
D
一『『

l
F口
吉
町
、
〈
2
5一門戸吉岡
2
2
Z
ア

ω・
日
印
)
、
同
期
羽
田
三
〉
巳
刊
の
債
利
法
上
の

巡
一
川
と
み
る
(
司
G
E
N
U
-
∞
凶
ニ
デ
∞
∞
)
、
川
一
般
的
な
法
原
則
と
し
て
性
格
づ
け
る

(
m
O
N
一ο
?
ω
包
二
一
ω
・
ω口
一
〕
説
が
あ
る
。

(
2
」
こ
の
ハ
民
主
を
適
法
危
場
合
に
か
ぎ
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
学
説
は
分
か
れ
る
。
犠
牲
補
償
請
求
権
を
違
法
な
場
合
を
も
含
め
て
理
解
す
る
立
場

(∞
E
L
2・
2
0
ω
・
2
)
と
、
そ
れ
を
適
法
な
伎
災
の
場
合
に
か
ぎ
る
立
場
(
同
3
F
E
C
-
ω

一ア

ω口
Z
2
L戸

E

。ω・
ω一
)
と
が
あ
る
。

後
者
の
説
は
、
収
用
と
収
周
知
、
似
の
侵
宍
と
い
う
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
上
の
用
語
に
な
ら
っ
て
、
違
法
の
侵
害
の
場
合
を
「
犠
牲
類
似
の
侵
宍

(
2
r

広告『
2
5四
回

m
E牛
耳
『
出
品
コ

3
と
呼
ん
で
い
る

(
F
5・
E
0・
ω・
-30
し
か
し
、
こ
の
問
題
も
結
局
、
収
用
と
収
用
類
似
の
侵
告
の
場
合

に
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
侵
害
の
適
法
性
を
犠
牲
補
償
請
求
権
の
本
質
に
属
す
る
と
み
る
か
杏
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
範
囲
の
定
め
方
い
か
ん
に
か

か
っ
て
い
る
。
判
例
上
は
、
ま
だ
こ
の
区
別
を
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
犠
牲
穎
似
の
侵
也
己
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

(
3
)
〈

0
2
M
d
)
2
2・
N
F
丹

-
r
z
E
C官
官
ク
ロ
〈
回
一
一
山
田
ア

ω・
一
回
印
ケ

(
4
)
出己
r
E
E
P
]
N
g
g
v
ω
-
m
m
h・
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説

(
5
)
口
安
田
町
W
5
L
A
Eロ
N上向
M
E
m
-
z
q
N
O
m
-
の
戸
〉
ユ
-
M
7
H
N斗
ロ
ア
吋

(
6
)

∞円凶丹江
mw

閉
山

2
5司
寸

ωωnrzp
《山口門口町〉巳『
O
古
『
ヨ
ロ
ロ
四
百
口
同
ω円
y
p
門日戸間
Z
口問唱

ω・∞∞『『・

〈

7
)

し
か
し
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
対
象
を
一
般
的
な
人
格
権
に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
一
般
的
な
人

権
の
侵
害
が
損
告
賠
償
-
誌
求
権
の
対
象
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
拡
張
す
る
こ
と
も
論
理
一
貫
し
て
い
る
が
、
犠
牲
補
償
請
求
権
で
は
慰

謝
料
(
伊
7
2
2
N
O忠
清
一
ろ
が
考
慮
さ
れ
な
い
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
慰
謝
料
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
一
般
的
た
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
救
済

さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

(
8
)

∞
の
同
N

阜
、
品
目
一
ω
7
一
∞
吋
・

(
9
)

切の
Z
N
M印
wMω
∞
u
ω
?
ω
吋
但

(
叩
)
た
と
え
ば
、
天
然
痘
種
痘
児
の
母
親
が
身
体
的
損
中
一
げ
を
受
け
た
場
合
に
つ
き
、
切
の
Z
N
お
抽
出
。

(
日
)
種
痘
損
告
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
、
期
目
一
〉

g-
一
∞
ω
2口
宮
コ
の
〈
・
一
∞
・
吋
・
石
田
一
が
、
行
政
庁
の
勧
奨
に
よ
る
種
痘
の
場
合
を
も
数
済
の
対

象
に
し
て
お
り
、
立
法
的
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
明
。
円

ω
5
0『『・

2
0・
ω・
ωM∞・

(
日
)
∞
の
Z
N
U
u
∞
ω
(
U
O
)
一
品
♂
印
∞
(
弐
)
5
4
F

(
凶
)
た
と
え
ば
、
負
傷
し
た
兵
士
の
治
療
を
け
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
薬
剤
の
研
究
を
円
的
に
入
』
似
命
令
が
附
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
健
康
!
の
被
刀

を
蒙
っ
た
場
合
に
、
損
失
補
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
ト
ロ
ト
ラ
ス
ト
判
決
、
切
の
E
N
N
0
・
町
一
)
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ

る。

(
市
)
判
例
で
は
、

uw法
律
の
意
思
(
巧
ニ
-
O
L
2
C
2え
N
2
u
o
a
o
H由
N
U
-
U
N
h
C
F
C
Mり

E
=
r
pユ
Z
」
宅
一
回
目
吋

w
∞

-ge、
Z
立
法
者
の
意
思
(
巧
ニ
一
ω

L
2
0
2
2
N間
各
2Z)μH(

図。z
-
Z』
宅
一

umω
・
ω
一∞
ωO)
等
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
同
)
判
例
は
、
た
と
え
ば
、
種
痘
後
の
一
時
一
機
や
麻
痔
等
、
通
常
の
種
痘
一
反
応
を
;
え
た
損
得
に
対
し
て
補
償
を
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
∞
の
民
N
U
・

∞
ω
(∞
吋
)
一
一
一
山

w
M∞印

(M∞∞
)
H
M
Aア
品
川
山
山
日
印

wMω
∞一

ω一-一∞吋・

(
げ
)
∞
の
出
N
品目・

ω吋
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
学
校
事
故
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

0
2
a
N
Z
σ
2
Cロ
E
-〈
2
2口
Z
Eロ
m

E円

ω口
E
-
2
5
L
ω
E
L
2
7

2

5
言。

E
E
2
5
E
E
2寝
込

g
〈・一∞・

ω
・
一
∞
コ
に
よ
っ
て
立
法
的
解
決
が
な
さ
れ
た
。

判
例
は
、
兵
役
義
務
法
は
、
全
く
一
般
的
に
全
て
の
男
性
に
兵
役
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
損
汚
は
各
円
で
受

そ千火為

d同

へ
問
問
)

;1ヒ法28(3・14)448



例

忍
す
べ
き
こ
と
を
理
由
に
、
犠
牲
補
償
請
求
権
を
拒
絶
し
た
。
∞
の
出
N
N
0
・
2
8
4
)

は
学
説
上
異
論
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

(
悶
)
こ
の
超
国
日
は
、
四
印
日
一
回
ω
2
与
の
「
径
痘
銅
色
口
と
は
、
種
痘
反
応
の
通
常
の
程
度
を
こ
え
た
健
康
鎮
め
合
で
あ
る
」
の
規
定
に
お
い
て
、
実
定
的
に

確
認
さ
れ
て
い
る
。

(
初
〉
精
神
病
者
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
て
い
な
か
っ
た
囚
人
が
、
刑
務
所
内
で
他
の
囚
人
を
殺
守
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
∞
C
E
N
一
ア
コ
印
は
、
こ
の
基
準

に
よ
り
特
別
の
犠
牲
、
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
損
失
補
償
を
否
定
し
た
。

へ
引
μ
)

切
の
E
N
ム
m
u
ω
M
吋
は
、
学
校
の
体
操
の
綬
業
で
ム
叩
ぜ
ら
れ
た
練
明
日
の
機
会
に
生
じ
た
事
故
に
よ
る
損
宮
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
学
校
の
内
外
で
は
令
一
く

通
常
の
体
操
練
習
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
損
失
補
償
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
学
説
上
異
論
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
ζ
喜
三
百
ロ
3

l
刃
2
n
y
-
Z
」
宅
一
回
目
吋
・
ω
・
吋
印
∞
号
一
P
E
N
-
]
N
一
∞
可
、
ω
・
可
ω
一
訳
出
合
唱
』
N
一
回
目
∞
w
∞
-
M
g
止
は
、
こ
の
判
決
に
反
対
し
て
い
る
。

(明
μ
〕
∞
O
E
N
S
-
M
D
∞
-

(
お
)
一
九
六
二
年
二
月
一
九
日
の
判
決
(
切
C
Z
N
ω
?
ω
忍
)
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
・
:
:
法
律
が
全
て
の
市
民
あ
る
い
は
そ
の
一
定
範
踏
の

も
の
に
対
し
て
、
同
じ
義
務
状
態
を
形
成
し
て
い
る
限
り
、
損
失
補
償
義
務
あ
る
特
別
の
犠
牲
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
法
律
の
意
思
に
よ
れ

ば
個
人
が
受
必
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
越
え
た
損
宍
の
み
が
損
失
補
償
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
特
別
の
犠
牲
と
み
な
さ
れ
る
。
」
「
し

か
し
:
:
:
原
告
の
場
合
に
は
、
犠
牲
が
之
定
法
4

に
要
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
一
般
的
に
は
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
グ
犠
牲
の
範

問
。
、
す
な
わ
ち
、
法
律
、
が
全
て
の
市
民
に
要
求
し
、
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
越
え
て
お
り
、
原
告
に
は
違
法
に
、
法
律
の
意
思
で
は
個
人

が
受
忍
す
べ
き
犠
牲
が
課
せ
ら
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
新
た
な
、
独
立
し
た
h
H
犠
牲
状
態
4

が
形
成
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
・
:
・
」

(〉

8
・ω
咽

ω
三
)
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
は
、
結
論
的
に
は
犠
牲
を
要
求
し
た
国
家
行
為
が
設
判
所
の
判
決
で
あ
り
、
他
の
全
て
の
権
利
主
体
と
削
様
、

た
と
え
誤
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
既
判
力
あ
る
判
決
に
は
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
特
別
の
犠
牲
が
生
じ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

(
E
0
・
ω
-
ω
U
ω
¥
ω
∞
ム
)
。
同
旨
の
判
決
と
し
て
は
、
切
の
町
内
C
ユ
-
〈
・
ω
?
?
呂
田
町
(
回
の
国
N
合
唱
印
∞
〉
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
し
て
は
、
損
失
補
償
を

認
む
べ
き
と
す
る
立
場
か
ら
の
厳
し
い
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
r
E
E
戸
開
口
E
m
E
=
四
ロ
ロ
仏
〉
え
8
F
E
口
問
-
E
Z
P
F
2
r
z
E
M
O

ORm同均一一戸口四

ιミ
岡
山
口
仲
良
7
伊ハ日戸mpH門戸間田口加古品門戸高・4ω・

5
吋
ロ
・
戸
空
s
z
w
〉
2
5
2
r
g
H
四
N
E
円
∞
の
同
C
司
ケ
〈
-
S
N
・
呂
田
N
・

∞
の
出
。
ァ
ω
ω
一
二
?
回
一
二
~
0
・
町
一
一
一
応
、
ム
ω
・
ム
♂
印
∞

切
の
出
N
N
O
u
竺

-
M
M
W
ム
ω
γ
3
w
士
山
山
ム
印
u
同
由
0
・

1t法28(3・15)449

日
∞
の
Z
Z
]
宅
一
U
3
・
ω
・
-
N
2
・
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
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説

(
お
〉
こ
の
意
味
で
、
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
の
侵
告
で
あ
る
か
、
非
財
産
的
権
利
の
侵
筈
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
権
利
侵
告
の
結
果
で
は
な
く
、
佼
符

の
対
象
に
よ
っ
て
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
告
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
犠
牲
補
償
と
が
反
別
さ
れ
る
(
出
C
Z
N
一ω
・
8
Eて
ロ
・
一
四
C
。

(
幻
)
批
判
的
学
説
は
、
無
形
の
損
害
を
補
償
す
る
方
法
に
よ
る
原
状
回
復
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
、
公
法
で
は
民
法
二
五
三
条
を
前
提
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
民
法
の
不
法
行
為
の
領
域
で
も
、
民
法
二
五
三
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
な
人
格
権
の
侵
害
に
対
し
て
裁
判
上

以
謝
料
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
∞
の
出
N
N
?
ω
会
以
来
U

、
民
法
八
四
七
条
に
定
め
る
慰
謝
料
請
求
権
に
は
、
過
失
に
依
存
し
た
か
賠
償

的
機
能
。

(
c
g
z
m
E
E冊

目
『

5
7
E
D
口
)
の
み
な
ら
ず
、
元
来
過
失
に
関
係
の
な
い

Y
調
整
的
機
能
グ
(
〉
5
m
r
E
g
p具
合
S
)
が
あ
る
こ
と
、
吐
い
寸
を

根
拠
に
し
て
い
る
。

.:/、

i.iIlU 

第
四
節

判
例
理
論
に
対
す
る
学
説
の
反
応

第
一
款

序

説

第
一
節
以
下
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
財
産
権
に
対
す
る
違
法
・
無
過
失
の
国
家
的
侵
害
を

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
み
な
し
、
基
本
法
一
四
条
を
準
用
し
て
損
失
補
償
を
認
め
た
。
後
に
判
例
は
そ
の
趣
旨
を
一
歩
進
め
て
、
違
法

・
布
過
失
の
い
院
中
一
一
首
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
中
に
含
め
る
に
い
た
っ
た
。
判
例
は
、
無
過
失
責
任
の
法
的

基
礎
を
、
制
度
的
に
は
不
法
行
為
理
論
の
側
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
公
法
上
の
損
失
補
償
の
理
論
の
側
か
ら
、
そ
れ
も
損
失
補
償
法
の
某

礎
に
あ
る
一
般
的
な
法
思
想
を
手
が
か
り
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
独
自
の
判
例
理
論
の
展
開

は
、
同
様
の
問
題
を
か
か
え
る
今
日
の
わ
が
国
に
対
し
て
も
、
少
な
か
ら
ず
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
判
例
埋
論
は
、

ド
イ
ツ
法
学
界
自
体
に
対
し
て
か
な
り
の
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
学
説
に
は
、
早

く
か
ら
凶
の
無
過
失
責
任
を
】
認
め
る
制
度
的
な
基
盤
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に
全
く
否
定
的
に
解
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
別
と
す

れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
に
対
し
て
は
、
学
説
は
概
ね
好
意
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
が

〈

2
v

違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
も
、
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
し
て
損
失
補
償
を
認
め
る
に
い
た
っ
て
、
学
説
に
は
動
指
の
色
が
隠
せ
な

北ila8(3・16)450



か
っ
た
。
学
説
の
一
部
は
、
こ
の
判
例
の
た
め
に
、
伝
統
的
な
損
失
補
償
体
系
が
崩
壊
し
て
、
収
用
、
犠
牲
補
償
、
職
務
責
任
の
区
別
が

全
く
不
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
批
難
し
、
す
で
に
「
限
界
を
踏
み
越
え

3
、
「
実
定
法
の
基
盤
を
も
は
や
失
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
包
こ

と
を
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。

維
か
に
、
元
来
、
成
立
史
的
に
も
全
く
異
な
っ
た
制
度
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
行
為
者
の
過
失
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
き
た
不

法
行
為
上
の
職
務
責
任
と
、
犠
牲
平
等
・
負
担
平
等
の
思
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
収
用
な
い
し
犠
牲
補
償
の
二
個
の
体
系
は
、
西
ド
イ

ツ
の
判
例
理
論
の
展
開
の
中
で
、
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
概
念
を
媒
介
物
と
し
て
、
今
や
急
速
に
重
な
り
合
い
は
じ
め
て
き
て
い
る
と
い
え

る
。
し
か
も
、
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
の
場
合
に
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
と
職
務
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

〔

5
}

求
権
と
が
競
合
的
に
成
立
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
全
く
融
合
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
中
心
点
の

呉
な
る
一
一
つ
の
交
錯
し
あ
う
円
の
如
く
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
最
近
の
有
力
な
学
説
は
、
判
例
理
論
に
よ
っ
て

促
さ
れ
た
国
家
補
償
体
系
上
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
そ
れ
自
体
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
個
別
的
な
点
に
関
し
て
批
判
を
加
え
、
あ
る
い
は

~ 

判
例
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
法
理
に
別
の
角
度
か
ら
新
た
な
評
価
を
加
え
ん
と
し
て
き
で
い
る
。
学
説
上
の
論
点
の
一
は
、
違
法
な
侵

ドイツにおける国の無過失責任論

害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
論
拠
を
何
に
求
め
る
か
で
あ
る
。
収
用
法
で
あ
る
の
か
、
犠
牲
補
償
(
〉
え

8
F
E
D
m〉
で
あ
る
の
か
、
法
治

国
家
の
思
想
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
は
学
説
は
分
か
れ
る
が
、
近
年
、
「
結
果
除
去
請
求
権
」
〈
問
。
]
唱

5
2
2
z
m
5
m窓
口
印
守

E
口
ご
の
中
に

新
た
な
公
法
上
の
基
礎
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
論
点
の
二
は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補

償
と
特
に
職
務
責
任
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
で
あ
る
。
伝
統
的
な
国
家
補
償
制
度
へ
の
完
全
な
立
ち
戻
り
は
幻
想
で
あ
ろ
う
か
ら
、
む

し
ろ
新
た
に
再
構
成
さ
れ
た
収
用
、
犠
牲
補
償
、
職
務
責
任
が
今
日
で
は
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
こ
れ
ら
は
国

家
補
償
の
体
系
の
中
で
、
き
わ
め
て
複
雑
に
交
錯
し
あ
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
領
域
や
相
互
関
係
に
つ
い

て
は
学
説
上
の
主
張
は
様
々
に
分
か
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
な
か
で
も
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
職
務
責
任
と
は
競

~t法28(3・17)451



説

合
的
に
成
立
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
、
区
別
の
実
益
、
基
準
を
め
ぐ
り
、

に
わ
か
に
や
か
ま
し
く
論
じ
ら
れ
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
置
い
て
、
学
界
に
お
け
る
判
例
理
論
に
対
す
る
反
応
と
動
き
と
を
考
察
す
る
こ
と
と
す

る。
(
1
)
 

(
2
)
 

(
3〉

(
4
)
 

(
5〉

(
6
)
 

本
稿
臼
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
二
号
一

O
八
頁
以
下
参
照
。

切
の
同
N

ア
同
田
町
二
ω.

∞∞・

ω口
7
2ロ
2
H
M
S
E
2ロ仏
2
m
g
m江戸
n
Zロ
ω円宮内山内ロ
m
g
p
E
m
E
n
r
骨
三
mnF2吋
】
刃
向
E
・
0
0
〈
-
U

印印
wω
・
2
ア
印
品
∞
-

Mハ
B
p
w
N
E
H
M
〈
2
r山
広
三
ω
〈
O
ロ
〉
c
F℃『
2
ロロ同協
=ω

℃吋此口}出ロロロ
L

〉
g
g
r止
さ
口
問
E
ロω司
E
H
n
r
g
-
U
O〈
一
∞
印
♂

ω
・印一∞・

切
の
国
N

5
・∞∞・

円、
z
n
r
p
〉
g
g
yえ
さ
口
問
ロ
ロ
仏

2
d
昨今回開ロロロ四
ω
四一色口
7
2
巴
コ
叩
ユ
『
ア
』
ロ
ω
一
回
目
ケ
∞
-

M

ム〔〕・

無
過
失
責
任
否
定
論

違
法
・
無
過
失
あ
る
い
は
違
法
・
有
過
失
の
国
家
的
侵
害
に
対
し
て
損
失
補
償
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
の
学
説
は
古
く
か
ら
存
在

し
て
い
た
o

そ
の
筆
頭
と
も
い
う
べ
き
シ
ュ
テ
ッ
タ

l

(
空
主
Z
乙
は
、
す
で
に
一
九
三
三
年
の
「
公
法
上
の
損
失
補
償
」

(
2
F
E
r
-

第
二
款

円}戸門町円}昆

-wr巾開口仲田口}戸肺門
r
mロ
ロ
的
〉
に
お
い
て
、

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
で
の
こ
の
問
題
を
扱
い
、
国
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
つ

い
て
は
一
貫
し
て
強
く
反
対
し
て
い
た
。
シ
ュ
テ
ッ
タ

l
の
出
発
点
は
、

ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
が
、
損
害
の
調
整
を
生
ぜ
し
め
る
高
権
的
な

一
五
三
条
に
基
づ
く
適
法
な
侵
害
と
一
一
三
条
に
基
づ
く
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
と
に
分
け
て
い
る
と
い
う
基
本

的
な
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
適
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
と
違
法
な
職
権
行
使
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
(
職
務
責

侵
害
を
、
類
型
的
に
、

任
)
と
は
、
国
の
補
償
義
務
の
「
独
立
し
た
形
態
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
が
「
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
家
責
任
の
全
体
系
」
で
あ

;fti'tミ28(3・18)452



る
と
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
憲
法
は
、
違
法
・
無
過
失
の
国
家
的
な
侵
害
を
、
意
識
的
に
損
失
補
償
義
務
か
ら
排
除
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
違
法
・
無
過
失
の
行
為
に
対
し
て
は
、
憲
法
一
三
一
条
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
の
要
件
の
下
で
は
、
特
別
法
が
賠
償
請
求
権
を

認
め
て
い
な
い
限
り
、
国
家
は
責
任
を
負
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ッ
タ
l
は
、
ま
た
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
つ

い
て
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
思
想
か
ら
損
失
補
償
を
認
め
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
対
し
て
も
、
「
公
権
力
の
違
法
な
侵
害
は
、
公
共
の

利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
秩
序
に
従
う
と
い
う
公
共
の
利
益
に
は
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
厳
し

く
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
テ
ッ
タ
!
の
考
え
方
は
、
正
義
公
平
の
原
理
を
媒
介
と
し
た
統
一
的
な
法
原
理
に
よ
る
「
公

法
上
の
損
失
補
償
制
度
」
を
構
成
し
、
行
為
の
適
法
性
・
違
法
性
を
間
わ
ず
、
公
権
的
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
特
別
の
犠
牲
」
を

補
償
理
論
の
下
に
お
こ
う
と
し
た
オ
ッ
ト
l

・
マ
イ
ヤ

i
の
理
論
、
お
よ
び
国
の
無
過
失
責
任
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
学
説
上
の
試
み

に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
テ
ッ
タ
l
は
、
戦
後
の
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
も
、
当
然
に
批
判
的
な
態
度
を
変
え
て
は
い

伺

な(
L 、乙カミ
。く

やて
は、

り
同
様

ド
イ
ツ
に
は
、
適
法
な
侵
害
と
違
法
な
侵
害
と
を
等
置
す
る
よ
う
な
法
思
想
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
両
者

ドイツにおける国の無過失責任諸

は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
法
一
四
条
と
三
四
条
の
複
線
軌
道

(
N
毛
色

m
F
E
m
f
-同
〉
こ
そ
が
、
国
家
責
任
の
全
体
系
を
現

わ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
は
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
戦
後
の
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
一
貫
し
て
反
対
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
は
デ

ド
イ
ツ
の
社
会
的
法
治
国
家
は
、
保
険
国
家
ハ
〈
巾
?

で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会

ま
ず
出
発
点
と
し
て
、

ュ
l
リ
ッ
ヒ
ハ
C
・
0
件ユ
m

じ
で
あ
る
。
デ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
は
、

北法28(3・19)453

な
い
し
保
険
機
関

(
〉
凹
曲
目

}
E
SロN
白ロ

mgr)

曲
目

n
T
巾門戸同ロぬ由回同白血同〉

的
法
治
国
家
の
「
法
治
国
家
」
的
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
あ
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
危
険
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
そ
の
「
社
会
国
家
」
的
側
面
か
ら
し
て
も
、
社
会
国
家
は
、
共
同
生
活
上
の
社
会
的
な
危
険
を
自
ら
担
う
準
備
の
で
き
た
市



説

民
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
vo

そ
う
し
た
上
で
、
デ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
は
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
お
よ
び
偶
然
の
危

'<;:b. 
員同

険
状
態
〈
N
広
島
呂
田
F
F
o
r
m冊
目
ブ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
い
う
危
険
責
任
の
場
合
)
は
、
意
図
さ
れ
た
適
法
な
侵
害
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て

い
る
と
み
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
請
求
権
も
、
収
用
タ
類
似
L
V

と
し
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
否
定
し
た
。

さ
ら
に
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
損
失
補
償
を
要
求
す
る
憲
法
上
の
前
提
を
欠
く
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
デ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
は

つ
ぎ
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
の
特
別
の
狭
い
要
件
の
下

で
の
み
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
の
場
合
に
は
ま
す
ま
す
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
(
違
法
・
無
過

a 

違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
害
賠
償
義
務
が
、
基
本
法
三
四
条
、

失
の
侵
害
の
場
合
に
損
失
補
償
を
認
め
る
と
)
有
過
失
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
侵
害
に
お
い
て
は
、
侵
害
の
程
度
が

h
v

大
。
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
損
害
の
補
棋
が

A
7

小
。
と
な
る
場
合
が
あ
る
(
た
と
え
ば
、
過
失
相
殺
の
考
慮
、
過
失
あ
る
場
合
の
危
険
の
転
換
な
ど
)
。

負
担
的
な
両
権
的
行
為
そ
れ
自
体
の
取
消
し
と
除
去
こ
そ
が
、
国
家
作
用
が
誤
っ
て
い
る
場
合
に
、
現
行
法
秩
序
が
用
意
し
て
い

b 
る
ノ
ー
マ
ル
な
制
度
で
あ
る
。

C 

紋
近
の
立
法
者
も
、
違
法
・
無
過
失
の
国
家
作
用
の
一
般
的
な
損
失
補
償
を
要
請
す
る
憲
法
原
則
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
個
別
的
な
規
制
権
限
を
用
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
七
九
条

H
項
、
九
五
条
の
自
主
的
な
結
果
除
去
規
定

(
違
法
な
法
律
の
財
産
法
上
の
結
果
は
回
復
し
え
な
い
)
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
テ
ッ
タ
l
、
デ
ュ

i
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
無
過
失
責
任
反
対
論
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
結
局
、
実
定
法
は
、
違
法
な
作
用

に
対
す
る
国
の
責
任
の
唯
一
の
形
態
と
し
て
、
職
務
責
任
し
か
認
め
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

r‘、〆ー、
2 1 

¥J 、J

ω
g
L
Z
F
O『
向
。
口
伸
一
回

n
r
z。
「
伸
一
回
円
}
回
。
開
口
仲
間
口

Eq--間
口
口
問
・
一
∞

ωω
・

ω・
h
a
R
-

ω
g
L常
H
W
E
0
.
ω
・

3
.
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回

(
3
)
H
N
O
N
-
品

0

・

M
g・

(
4
〉

ω
g
L
r
p
E
0・
ω・
主
・

(
5
)
0
・
7

イ
ヤ
!
の
補
償
理
論
と
そ
の
意
義
、
限
界
等
に
つ
い
て
は
、
本
稿

H
北
大
法
学
誌
集
二
五
巻
一
口
ワ
一
四
頁
以
下
参
照
。

〈
6
)
同
様
に
、
シ
ュ
テ
ッ
タ
!
は
、
ヮ
イ
マ

1
ル
憲
法
下
に
お
い
て
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
フ
ル
ラ
l

qcユ2
〉
、
チ
ャ
ク
シ
ュ
(
吋
目
z
r
Rと
ら
の
法
治
国
家
的
補
償
理
論
、
カ
ツ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
欠

a
N
E出席
E
)、
W
-
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
(
巧
-

F
5
5
5
ら
の
国
家
的
利
得
の
返
還
理
論
に
対
し
て
も
、
こ
の
観
点
か
ら
批
判
を
加
え
た
。

(
7
)
ω
S
L
Zア
台
『

2
r口
開
口
丹
色
町
口
己
口
問
手
。

q
E・
0
0〈
一

U
E
-
ω
・
5
由
民
・
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、
戦
後
の
判
例
は
、
ラ
イ
ヒ

裁
判
所
に
よ
っ
て
、
期
日
回
三
〉

Fm
の
領
域
に
つ
い
て
発
展
せ
ら
れ
て
き
た
法
原
則
を
、
た
だ
ち
に
基
本
法
一
四
条
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決

(
m
C
N
玄
O

噌
日
吋
町
)
を
た
だ
引
用
す
る
の
み
で
、
基
本
法
一
四
条
の
文
言
、
意
義
、
目
的

上
、
そ
れ
を
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
拡
張
す
る
こ
と
を
許
容
し
、
必
要
と
す
る
と
い
う
別
個
の
証
明
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
を
批
判
し
て
い
る
。

(
8
)

し
か
し
、
シ
ュ
テ
ッ
タ
1

の
乙
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
に
お
い
て
は
、
実
際
に
侵
害
か
ら
公
共
の
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
た

か
ど
う
か
、
同
現
叩
笑
の
街
突
(
附
貝
内

G=

基
本
法
h料
い
よ
び
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
は
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
失
補
償
義
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
沈
黙
し
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
、
と
い
う
再
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
』

B
E
g
-
u
q
〉
若
宮
5
Y
2『開口仲間
n
E【空間口口問
F
2

〉
え
む
又
2
ロ
=
同
ロ
ロ
門
日
明
ロ
神
宮
岡
ロ
ロ
ロ
明

"ω
・
三
回
忌
・

〈
9
)
U
E
M四・

0
2口先
g
向
。
ロ
仏
2
民『
g
Z
H
R
Y
4
2
7伸一-口宮口

H
N
E
2
7
a仏国間口口問
ω

ぞ
m
g
g
p
』N
-
U
印印

wω
・印日印・

〈

mv
デ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
無
過
失
違
法
の
侵
害
お
よ
び
偶
然
の
危
険
状
態
に
お
い
て
は
、
国
家
も
ま

た
か
当
事
者
。
で
あ
る
。
適
法
な
侵
害
に
お
い
て
は
、
国
家
は
、
法
秩
序
お
よ
び
公
益
と
一
致
す
る
が
た
め
に
、
広
い
意
味
で
は
あ
る
程
度
授
益
者
で

あ
る
。
無
過
失
違
法
の
侵
害
は
、
国
家
的
な
法
秩
序
に
反
し
て
お
り
、
公
益
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
放
に
、
個
人
の
負
担
の
み
で
は
な
く
、
同

家
の
負
担
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
」

(
g
E
F
E。・

ω
巴
さ

〈
け
)
デ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
グ
ァ
イ
7
l
ル
ハ
巧
2
ヨ
同
)
は
、
期
羽
田
口
問
〉

F
m
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
犠
牲
状
態
は
、
本
来
は
市

民
自
身
に
お
い
て
の
み
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
意
図
さ
れ
た
適
法
な
侵
害
、
違
法
な
侵
害
、
偶
然
の
加
害
に
お
い
て
も
本
質
的
に
は
同
じ
で

あ
る
こ
と
、
こ
の
犠
牲
状
態
に
と
っ
て
は
、
国
家
的
な
利
益
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
定
的
で
は
な
い
こ
と
、
等
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

~tìJ;78(3 ・ 2 1)455

ドイツにおける国の無過失責任論



説

巧
2
E
F
-
-
P
E
弓
l
ω
n
r昼
間
口
口
加

g
E
R
v
p
c
h
F己
r
n
Z
E
E
-
ロO
〈
呂
田
ω
・
ω・
目
。
二
-
m
D
∞
・
切
の
出
N
Z
-
呂
町
『
・
合
同
〉
も
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
う
。
「
個
人
に
課
さ
れ
た
特
別
の
犠
牲
が
実
際
に
公
共
の
福
祉
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
法
治
国
家
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
専
ら
損

失
補
償
請
求
権
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
り
う
る
相
手
方
の
犠
牲
状
態
に
対
し
て
は
、
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
」

(ロ
)
U
E
H問
-
E
0・
ω・印
M
4

・

(
日
〉
こ
れ
は
、
切
の
国
N

ア
呂
田
に
お
け
る
「
無
過
失
の
侵
害
に
よ
る
被
害
者
が
、
収
用
原
則
に
よ
る
損
失
補
償
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

こ
と
は
侵
得
が
違
法
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
過
失
あ
る
場
合
に
は
ま
寸
ま
す
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
い
わ
ゆ
る
ち
民
同
l
E
n
r
t
F
c
m
-
E」
と
す

る
論
理
の
逆
用
で
あ
ろ
う
。

論

第
三
款

批
判
的
学
説
の
動
き

違
法
・
無
過
失
の
侵
害
を
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
し
て
損
失
補
償
を
認
め
ん
と
す
る
最
高
裁
判
所
の
原
則
的
な
結
論
に
関
し
て

は
広
く
賛
同
を
得
て
い
る
と
い
う
の
が
、
学
説
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
ろ
う
o

否
、
む
し
ろ
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
理
論
が
あ
ま
り
に
も

急
速
に
か
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
学
説
の
多
く
は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
根
拠
に
つ
い
て
深
く
検
討
を
加
え
る
こ

ほ
と
ん
ど
異
論
な
し
に
判
例
の
見
解
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
職
務
責
任
と
の
関
係
を

と
な
く
、

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

た
だ
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
根
拠
に
つ
い
て
い
え
ば
、
収
用
法
に
依
拠
す
る
判
例
理
論
の
ほ
か
に
も
、

や
や
別
の
角
度
か
ら
の
理
論
づ
け
の
試
み
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
の
一
は
、
「
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
お
よ
び
適
法
の
侵
害
に
基
づ
く
損

害
・
損
失
を
補
填
し
、
一
方
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
基
づ
く
損
害
を
補
填
し
な
い
こ
と
は
、
法
秩
序
の
精
神
に
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
す
る
国
家
補
償
体
系
上
の
論
拠
を
あ
げ
る
説
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
基
本
法
一
条
三
項
、
一
九
条
四
項
、
二

O
条
三
項
、
二
八
条

一
項
一
段
の
規
定
の
中
に
現
わ
さ
れ
た
社
会
的
法
治
国
家
の
法
思
想
に
そ
の
論
拠
を
求
め
る
説
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
も
、

収
用
類
似
の
侵
害
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
{
活
着
し
て
か
ら
は
、
判
例
の
結
論
に
原
則
的
に
従
っ
て
い
る
。

北法28(3・22)456



こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
近
は
、
個
人
の
権
利
の
違
法
な
侵
害
か
ら
、
侵
害
の
除
去
を
求
め
る
実
体
的
な
請
求
権
の
生
ず
る
こ
と
を

認
め
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
そ
の
請
求
権
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
め
た
包
括
的
な
公
法
上
の
請
求
権

の
中
に
位
置
づ
け
ん
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
近
時
の
行
政
法
学
界
お
よ
び
判
例
で
は
、
国
民
の
権
利
保
護
を
行
政
行
為
の
取
消

そ
の
結
果
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権
(
結
果
除
去
請
求
権
問
。
日
常

5
2己
t
m
g
m
g
E胃
E
3、

し
に
止
め
る
こ
と
な
く
、

そ
し
て
さ
ら

に
、
違
法
な
行
政
行
為
の
執
行
以
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
(
復
元
請
求
権
者
芯
任
指

E
B
R
E
D
m
g胃
5
5
の
観
念
が

認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
結
果
の
除
去
あ
る
い
は
復
元
を
求
め
る
請
求
権
は
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
か
え
て
蒙
つ

た
損
害
の
補
償
を
国
家
に
求
め
う
る
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
。
と
く
に
こ

の
場
合
の
損
失
補
償
は
、
加
害
公
務
員
の
過
失
の
有
無
を
間
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
国
の
無
過
失
責
任
と
同
一
の
理
論
的
な
基
盤
を
形

成
し
て
い
る
と
い
え
る
。

制

行
政
裁
判
所
で
取
消
さ
れ
た
が
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
執
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
違
法
な
結
果
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権
を
主
張
し
た
の

は
パ
フ
ォ
ッ
プ
ハ
0

・∞
2
5
3
で
あ
っ
た
。
パ
フ
オ
ツ
プ
は
、
「
い
ま
だ
形
式
的
に
は
確
定
し
て
い
な
い
行
政
行
為
を
、
そ
の
違
法
性
の

危
険
を
冒
し
て
も
執
行
す
る
国
家
の
権
利
に
は
、
執
行
さ
れ
た
行
政
行
為
の
違
法
性
が
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
行
政
裁
判
所
で
取
消
さ
れ

た
場
合
に
は
、
執
行
を
解
消
す
べ
き
義
務
が
対
応
し
て
い
る
」
と
い
う
観
念
に
そ
の
根
拠
を
求
め
、
結
果
除
去
誇
ボ
権
を
「
執
行
行
政
庁

の
側
で
違
法
性
を
買
い
あ
げ
る
た
め
の
損
失
補
償
請
求
権
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
て
、
パ
フ
ォ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、
結
果
除

ドイツにおける国の無過失責任論

去
請
求
権
は
、
内
容
的
に
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
行
政
行
為
が
取
消
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
存
続
し
続
け
る
違
法
な
侵
害
の

:化法28(3・23)457

除
去
を
求
め
る
請
求
権
(
回
2
2長
官
ロ
宮
山
口
名
門

5
5

ろ
う
状
態
の
回
復
を
求
め
る
請
求
権
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
に
、
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
原
告

と
、
そ
れ
を
越
え
て
、
違
法
な
行
政
行
為
の
執
行
が
な
か
り
せ
ば
存
在
し
た
で
あ

に
は
、
原
状
回
復
に
か
え
て
金
銭
に
よ
る
補
償
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
パ
フ
ォ
ッ
フ
に
お
い
て



説

は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
は
、
結
果
除
去
請
求
権
の
一
態
様
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

論

は
、
取
消
訴
訟
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
、

職
務
責
任
の
三
つ
か
ら
、
そ
の
基
礎
に
共
通
に
存
在
す
る
包
括
的
な
実
体
法
上
の
請
求
権
l
公
法
上
の
復
元
請
求
権
!
を
構
成
し
、
同
僚
・

」
の
パ
ブ
オ
ヅ
ブ
の
学
説
を
ひ
き
継
い
で
、
後
に
、

メ
ン
ガ

l

(冨

gm巾円〉
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kこ

ハ

l
ス

(
国
富
田
〉
は
、
国
家
の
適
法
な
作
用
と
違
法
な
作
用
の
混
同
を
厳
し
く
戒
め
つ
つ
、
発
生
的
に
も
内
容
も
異
な
る
従
来
の
一
一
一

つ
の
制
度

l
職
務
責
任
、
犠
牲
補
償
請
求
権
(
違
法
な
侵
害
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
る
限
り
〉
、
結
果
除
去
ー
を
結
合
さ
せ
て
い
る
包
括
的

な
復
元
請
求
権
を
導
き
出
し
て
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
公
法
上
の
補
償
体
系
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ベ
タ
l
マ
ン
ハ
回
2
8吋
自
由
ロ
る

も
、
違
法
な
侵
害
の
除
去
を
求
め
る
公
法
上
の
請
求
権
を
認
め
て
い
る
が
、
彼
は
パ
プ
オ
ツ
フ
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
民
法
へ
の
立
戻
り

を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
タ
l
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
条
、
八
六
二
条
、
一

O
O四
条
の
基
礎
の
上
に
立
つ
と
こ
ろ
の
差

に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
が
除
去
請
求
権
を
「
正
義
の
要
求
」

止
請
求
権

(
白
口
氏
。
ロ
巾
飼
え
。
門
戸
白
)

(
C
5
2
号
円
。
巾
円
巾
nr仲
間

m
H
F
2
3
に
よ
り
根
拠
づ
け
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
要
求
が
、
公
権
力
の
主
体
と
し
て
の
国
家
に
は
よ
り
一
一
層
あ

て
は
ま
る
こ
と
を
強
調
し
た
G

こ
の
考
慮
に
よ
っ
て
、
市
民
は
行
政
の
違
法
な
行
為
に
よ
る
継
続
的
な
侵
害
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権

3
2巾伊丹一
mgmmgm官
ロ
与

)
1
1取
消
訴
訟
、
取
消
さ
れ
た
行
政
行
為
の
結
果
の
除
去
を
求
め
る
訴
訟
、
そ
の
他
の
違
法
な
高
権
的
作

用
お
よ
び
そ
の
結
果
の
除
去
を
求
め
る
訴
訟
の
基
礎
に
あ
る
実
体
的
な
請
求
権
ー
ー
を
ひ
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
認
め
る
こ
と
に
は
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
最
高
裁
一
九
五
二
年
一

O
月
一

六
日
判
、
決
お
よ
び
一
九
五
四
年
四
月
一
一
一
日
決
定
が
、
有
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
し
て
損

四
失
補
償
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
る
学
説
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
主
と
し
て
、
職
務
責
任
と

の
関
連
を
問
題
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

る
疑
問
は
明
ら
か
で
あ
る
。
収
用
規
定
を
無
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
拡
張
す
る
こ
と
は
、
公
平
が
そ
れ
を
要
求
し
、
そ
れ
を
禁
ず
る
法
規

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
収
用
類
似
の
侵
害
の
こ
の
拡
張
に
対
す



が
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
よ
う
。
(
し
か
し
)
こ
こ
で
は
、
争
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
収
用
規
定
は
、
法
規
範
的
に

は
ま
だ
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
分
野
に
ま
で
拡
張
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
:
:
:
職
務
責

任
の
法
律
上
の
規
定
は
判
例
に
よ
っ
て
本
質
的
に
変
更
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
o
」
ク
レ
フ
ト
も
、
同
様
に
、
「
切
の

2

5
・∞∞

(
S・
8
)で、

違
法
性
も
過
失
も
犠
牲
の
要
件
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
、
が
と
ら
れ
て
い
る
と
き
、
私
の
考
え
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も

は
や
是
認
し
が
た
い
方
法
で
実
定
法
の
基
盤
を
は
な
れ
て
き
て
い
る
。
:
:
:
犠
牲
補
償
請
求
権
を
無
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
ま
で
拡
張
す

る
こ
と
は
法
治
国
家
的
要
請
合

2
Z
Z
E
E
-
r
y
g
-
v
g
z
r
c
と
し
て
不
可
避
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
有
過
失
の
侵
害

に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
最
高
裁
の
判
例
が
ゆ
き
過
ぎ
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
説
の
多
く
は
、
判
例
理
論
が
す
で
に
実
定
法
の
許
容
す
る
範
閤
を
逸
脱
し
て
お
り
、
収
用
、
犠
牲
補
償
、
職
務

責
任
と
い
う
伝
統
的
な
損
失
補
償
の
体
系
が
不
明
確
と
な
っ
て
、
結
局
そ
の
こ
と
が
職
務
責
任
法
の
空
洞
化
を
招
く
こ
と
を
批
難
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ぺ刈
d

h
vト

連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
論
拠
を
、
基
本
法
一
四
条
三
項
な
い
し
特

別
の
犠
牲
説
を
違
法
な
侵
害
に
転
用
す
る
こ
と
に
求
め
ん
と
し
た
判
例
の
立
場
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
は
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン

門
円
台
戸

rE-
ロ
)
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

五

ドイツにおける闘の無過失一貞任論

(
冨
・
同
巾
円
1

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
に
あ
っ
て
は
、
判
例
理
論
を
批
判
す
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
別
の
角
度

か
ら
理
論
化
し
、
新
た
な
意
義
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
評
価
し
直
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、

ま
ず
、
適
法
な
侵
害
と
違
法
な
侵
害
と
を
損
失
補
償
法
上
同
一
に
取
扱
う
べ
き
と
す
る
基
本
思
想
を
、
相
手
方

の
犠
牲
状
態
の
同
一
性
(
両
者
と
も
に
全
く
同
じ
方
法
で
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
)
に
求
め
た
最
高
裁
一
九
五
四
年
四
月
一
二
日
決
定
に

対
し
て
は
、
適
法
な
侵
害
の
相
手
方
は
、
損
失
補
償
を
受
け
、
あ
る
い
は
補
償
な
し
に
、
侵
害
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対

し
、
違
法
な
侵
害
の
相
手
方
に
は
、
そ
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
点
で
、
両
者
の
犠
牲
状
態
は
同
一
で
も
な
い
し
、

ま
た

~t法28(3 ・ 2Sì459



説

同
一
レ
ベ
ル
で
両
者
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
違
法
な
侵
害
が
適
法
で
あ
れ
ば
収
用
と
な

る
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
補
償
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
一
九
五
二
年
六
月
一

O
日
の
決
定
に
対
し
て
は
、
最
高
裁
自
体
が
、
侵
害
が
適

0:/‘ 
riflU 

法
で
あ
れ
ば
所
有
権
の
拘
束
と
な
る
の
か
収
用
と
な
る
の
か
を
明
確
に
論
じ
て
い
な
い
点
、
違
法
な
侵
害
は
、
も
と
も
と
、
適
法
な
侵
害

が
法
律
上
行
な
い
え
な
い
場
合
に
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、

そ
れ
が
可
能
な
場
合
に
も
、
所
有
権
の
拘
束
と
な
る
か
収
用
と
な
る
か

は
、
適
法
に
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
る
際
の
法
律
上
の
根
拠
の
構
成
の
仕
方
に
か
か
っ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
最
後
に
、
侵
害
の
違
法

性
が
た
だ
ち
に
特
別
の
犠
牲
を
根
拠
づ
け
る
と
し
た
一
九
六

O
年
四
月
二
五
日
の
判
決
に
対
し
て
は
、
適
法
な
侵
害
の
場
合
の
特
別
の
犠

牲
(
一
般
的
な
負
担
を
こ
え
た
特
別
の
負
担
)
と
、
違
法
な
侵
害
の
場
合
の
そ
れ
(
違
法
な
侵
害
行
為
)
と
が
、
内
容
的
に
異
な
っ
た
概

念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
理
論
的
な
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
根
拠
を
、
基
本
法
一
四
条
三
項
の
準
用
や
特
別
の
犠

牲
説
に
求
め
る
こ
と
に
は
反
対

L
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
、
し
か
し
、
そ
れ
を
現
行
法
と
一
致
し
な
い
も
の
と
し
て
拒
絶
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
請
求
権
が
、
権
利
の
違
法
な
侵
害
に
よ
っ
て
個
人
に
生
じ
た
、
直
接
国
家
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
実
体
的
な
公
法
上
の
請
求
権
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
職
務
責
任
と
は
異
な
っ
た
国
家
責
任

3zzm

吉片付ロロ
m

町
一
違
法
な
高
権
的
作
用
の
結
果
を
直
接
国
家
に
帰
属
せ
し
め
る
責
任
の
形
態
)
の
法
形
態
と
し
て
積
極
的
に
↓
評
価
せ
ん
と
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
家
責
任
の
法
形
態
は
二
九
世
紀
の
後
半
に
、
ズ
ン
ト
ハ
イ
ム

3
5門

F
2
B
)
、
プ
フ
ァ
イ
ブ

7
1
(
H
M
F
E
2
)
、

ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
国
家
責
任
の
国
家
法
的
構
成
(
国
家
と
個
人
の
公
法
的
関
係
に
基
礎
づ
け
ら
れ

ツ
ァ
ヒ
ァ
リ
エ

(
N
E門
町
白
丘
小
山
)

た
国
の
直
接
的
責
任
〉
の
再
現
に
外
な
ら
な
い
。
当
時
の
立
法
者
は
、
違
法
な
国
家
作
用
を
公
務
員
個
人
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
職
務
責

任
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
六
回
(
一
八
六
五
年
〉
、
第
九
回
(
一
八
七
一
年
〉
、
第
二
八
回
(
一
九

O
五
年
〉
の
ド
イ
ツ
法
律
家

会
議
に
よ
り
提
唱
せ
ら
れ
て
い
た
「
国
の
直
接
的
責
任
」
の
要
求
に
は
従
わ
た
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
要
求
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

北法28(3・26)460



お
よ
び
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
通
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
「
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
」
の
形
で
、
蘇
え
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
と
い
う
国
家
責
任
の
法
形
態
は
、
す
で
に
存
在
す
る
実
定
制
度

(
収
用
あ
る
い
は
犠
牲
補
償
)
の
延
長
と
し
て
把
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
定
法
が
そ
れ
ま
で
認
め
て
こ
な
か
っ
た
、
ま
さ
し
く
実

定
法
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
き
た
全
く
新
た
な
形
成
で
あ
る
。
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
法
的
な
基
礎
を
敢
え
て
問
題
に
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
に
お
い
て
は
、
「
裁
判
所
に
よ
る
法
創
造
の
極
端
な
場
合
」
、
な
い
し
「
判
例
法
に
よ
る
法
創
造
の
最
も
注
目
す

べ
き
場
合
」
に
外
な
ら
な
い
。

同

(
1
〉

当
c-R・
5

2
長
己
口
四
回
z
n
F
H
・
ω
ω
怠
弓
・

ω印
ω
、
ω∞
プ

F
z
r
o戸

r
r
r
c
n
r
L
2
5
2
m
一門戸口問司
2
E
F
U
E
2
・
ω
・
ωN目
白
川

∞Z仲
2
5
5
P
U
2
ω
円

r
c
c
L
2
0
2ロ
L
z
n
rす

E
L
t
2
L
Z
Z
E
r
m
Z
0
2戸口
y
g
g円
r
2グ

E
一
円

)
5
0
2口
《
同
月
円
}
品
タ
回

L・
百
二
~
出
乙
rrω
ロ
LW

ω・
∞
印
印
司
J

な
ど
。

(
2
)

学
説
は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
根
拠
と
し
て
、
判
例
と
同
じ
く
、
基
本
法
一
四
条
三
項
の
準
用
、
閣
羽
田
口
E
F
H
N

の
直
接
適
用
な

い
し
準
用
、
不
平
等
な
負
担
に
対
ナ
る
損
失
補
償
の
一
般
的
な
法
原
則
の
い
ず
れ
か
を
あ
げ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
同
時
に
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

(
3
〉
者
。
吉
・

2
0・
ω
ω
∞ア

(
4
)

フ
オ
ル
ス
ト
ホ
フ
も
、

r
r号
5
r
仏

2
〈

2
君
主
同

c
z
m
2
2
7
F
一
〉
ロ
ロ
・
か
ら
∞
〉
ロ
『
ケ
ま
で
は
、
「
無
過
失
・
違
法
な
侵
害
に
よ
っ
て
損
害
を

曲
家
っ
た
者
が
結
局
何
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
適
法
な
侵
害
に
よ
っ
て
損
失
を
蒙
っ
た
者
が
補
償
を
受
け
る
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。

(
5
)

〕

E
g
g
-
E
0・
ω・
一
日
印
町
民
Z
P
U
O〈
呂
田
‘

ω
印一田町・

(
6
)

こ
れ
ら
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
主
と
し
て
実
務
上
の
必
要
か
ら
、
殊
に
0
・
パ
フ
オ
ツ
フ
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
、
そ
の
後
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
理
論
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
法
律
上
の
根
拠
、
訪
求
権
の
要
件
、
範
問
、
内
容
、
法
的
性
質
、
主
俣
の
種
類
に
関
し
て
は
判

例
・
学
説
上
一
致
を
み
て
い
な
い
。
手
続
法
上
は
、
国
家
的
活
動
の
種
績
に
応
じ
て
、
取
消
訴
訟
(
連
邦
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
〉
あ
る
い
は
一
般
的

北法28(3・27)461
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説

な
給
付
訴
訟
(
同
四

O
条
)
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
7
〉
。
‘
∞
R
r
D『
・
口
一
。
〈
司
君
ω-E口町
ω同
2FOz--nr作次}岱向。

E
『
〈
2
5
-
M
2
0
2ロ
2
〉
g
g
E口《山一
EM同・

ω・
一
日
∞
『
・
た
お
、
パ
フ
オ
ツ
ブ
の
結
果
除

去
請
求
権
に
関
し
て
は
、
山
悶
準
次
郎
「
国
の
無
過
失
責
任
の
研
究
」
一
二
八
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
回
目
r
c
[
E
0・
ω・一吋
m-

へ
9
)

安
定
法
上
の
恨
拠
と
し
て
は
、
基
本
法
二

O
条
コ
一
項
の
規
定
か
ら
導
か
れ
る
行
政
の
法
律
適
合
性
の
原
則
、
民
事
訴
訟
法
三

O
二
条
四
項
、
六

0
0

条
二
項
、
七
一
七
条
二
項
、
九
四
五
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〈
〉
ω
0
・
∞
-
-
M
g。
し
か
し
、
註
的
掲
載
の
第
二
版
(
一
九
六
八
年
〉
で
は
、
む
し
ろ
、

ア
ク
セ
ン
ト
は
、
川
法
律
に
よ
ら
な
い
強
制
か
ら
の
自
由
の
要
請
(
自
由
権
)
、

ω権
利
保
護
の
実
効
性
(
基
本
法
一
九
条
四
項
)
に
置
か
れ
-
」
い
る
。

(
叩
)
同
W
R
E『w
E
0
・
∞
-
一
N
白

(
什
)
学
説
・
判
例
は
、
パ
フ
オ
ツ
フ
に
従
い
、
結
果
除
去
請
求
権
を
承
認
し
て
い
る
が
、
た
だ
、
判
例
は
、
結
果
除
去
諾
求
権
の
内
容
を
狭
く
解
し
、
円
以

主
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権
に
限
つ
℃
い
る
。
た
と
え
ば
、
∞
邑
・
l

宅
E
R
ケ
〈
の
図
。
。
〈
一
回
印
ア

ω・
同
一
プ
〈
の

F
E
r
pユ
ロ
〈
回
一
一
回
目
0

・∞
-Eω

h

〈
の
同
日
5
0〈
2
ロ
〈
∞
}
一
田
町
M・
ω・ム印ム
I

h

(

)

〈
の
門
出
口
O
T弓
向
。
〈
∞
-
一
田
町
一
Yω

・
土
∞
一
一
出
合
ω・
〈
の
出
。
。
〈
石
田
一
Y
ω
ω
∞回一一∞〈
2
者一
C
U〈
回
]

一甲田
0

・
ω
-
N印
印
ロ

ω・∞印
A

士
四
〈
包
乏
の
巴
〈
回
一

-umM-
∞
全

ω・

(ロ
)

ζ
。口問弓
p
o
q
ω
与
え
N
L
Z
C
Eロ
L司
n
y
Z
5
仏
司
〈
司
君
ω一昨
Emω
向
2
H
n
y
g
g
H
Z
F
E
一
【
)
芯
の
E
口内{『
R
Z
P
∞ハ】国

-
M
-
E乙
σZMMチ

ω・

吋
一
寸
『
『
目
メ
ン
ガ
ー
は
、
そ
の
実
定
法
上
の
恨
拠
を
、
基
本
法
三
四
条
お
よ
び
事
後
的
な
行
政
訴
訟
事
件
に
関
す
る
行
政
訴
訟
上
の
規
定
の
中
に
求
め

て
い
る
。

(日
)
Z
E
m
w
ω
百
件
。
ヨ
《
音
色
町
内
ロ
壬
円
7
5
n
r
E口
7
3
円山口同
R
Y
E
-四戸
5
m
m
Z
M
n
r
g
p
ω
・
竿
時
・
ハ

l
ス
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
、
三
四
条
、
補
完
的

に
二

O
条
一
項
・
三
項
、
二
八
条
の
規
定
を
引
用
し
て
い
る
。

(
川
内
)
∞
込
昨
今
片
岡
国
S
F
N
Z『戸内}岡町内〈
D
B
明。一向。コ
σ官
三
吉
岡
ロ
ロ
m
gコ名門口口
F
U
O〈
一
∞
印
少

ω・
印
同
∞
・
た
だ
し
、

U
5
の
さ
ロ
L
B
n
F門
戸
切
円
四
国

wN・
国
主
『
宮
口
子

ω
∞ロ
ω
同
・
で
は
、
除
去
請
求
権
は
、
「
損
害
賠
償
、
損
失
補
償
請
求
権
と
は
逆
に
、
実
定
法
上
の
基
礎
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
治
国
家
の

原
理
、
と
く
に
、
適
法
な
行
政
の
原
則
、
そ
れ
故
に
甘
酢
ポ
ー
法
二

O
条
三
項
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

HNON-
ム
∞
・
コ
ム

(-Mω)
・

国内山口
q
E
E
M
P
U心
〈
一
回
印
印
、

ω・印
ω目・

回
。
国
N
〕

1
.
M
U
m
-

日'b.. 
lillU 

r、〆声、 f声、
17 16 15 
¥ノ '-J '-J 
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制

(
ぼ
)
∞
C
Z
N
-
ω

姐∞∞

へ
ゆ
)
明
，
C
2
F
q「
?
E
0
・
ω
・
ω
ω
一
-

(
却
)
ヌ
日
p
-
E
C
ω
・
印
一
回
・

(
引
)
フ
オ
ル
ス
ト
ホ
プ
、
ク
レ
フ
ト
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
、
ω
n
z
=
ロ
2
・

5
月
2
ロ
吉
正
i
ω
口
7
2
2
R
ぐ
2
F
2
5
m
告
の
吉
伸
N
仏

2
巴
問
g
E
E
P
ω
・
一
口
町

日

ω
c
F
R
F
口
。
〈
呂
田
一

w
a
y
F命日
}
M
P
F
ω
石
田
一
-
ω
・

2

0

H

』
g
a
g
・
2
』
宅
一
山
田
N
W
U
4
0

一
回
忌
2
・
4
5
2
Z
Z
吉
5
2
山
一
門
戸
田
口
問
問
2
Z
?

ω
-
ω
一
〉
2
2
・
吉
川
閉
山
口
q
z
e
〈
2
r
・

ι・
士
《
}
円
・
]
ミ
z
z
g
四
2
・
ω
・

5
2・
〉

Ed--品
な
ど
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
款
で
あ
ら
た
め
ご

触
れ
る
。

(辺
)
E
2
L
O
口
一
E
E
-
-山
B
g
r
民
主
=
四
ロ
ロ
L
開
ロ
ワ
口
}
忌
L
f
z
=
同
ω
z
m
o
三
巴
問
ロ
ロ
ロ
同
ω
四
-
Z
口
r
o
ヨ
何
百
四
叫
に
子
一
田
町
印
・

(
お
)
Z
2門
}
g
E
=
M
・
S
c
.
ω
山
田
ω
・
一
日
N
.

(
叶
什
)
こ
の
点
で
、
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
違
法
な
侵
害
の
結
果
除
去
詰
求
権
、
原
状
凶
復
請
求
権
と
は
共
通
の
性
絡
を
有
す
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
が
、
即
時
に
執
行
さ
れ
た
違
法
な
行
政
行
為
が
、
行
政
裁
判
所
で
取
泊
さ
れ
た
場
合
に
の
み
生
ず
る
点
、
違
法
な
侵
害
の
除
去
さ
ら
に
は
損
刀

賠
償
(
完
全
な
賠
償
)
に
ま
で
及
、
ふ
点
で
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
僚
請
求
権
と
は
、
要
件
・
内
容
上
、
部
分
的
に
は
交
錯
し
て
は
い
る
が
(
も

っ
と
も
結
果
除
去
請
求
権
を
狭
く
解
し
、
そ
れ
を
違
法
な
侵
害
の
除
去
の
み
に
限
定
し
、
同
損
害
賠
償
請
求
権
ま
で
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
全
く
交
錯
す

ら
し
仕
い
て
完
全
に
重
な
っ
合
う
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
娘
失
補

償
諸
求
権
を
結
果
除
去
議
求
権
か
ら
恨
拠
づ
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
逆
を
誤
り
だ
と
し
て
、
パ
フ
オ
ツ
フ
‘
メ
ン
ガ

l
、
ハ

l
ス
ら
の
学
説
ハ
前
述

頁
)
を
批
判
し
ゴ
い
る
〈
E
2
舟
5
2
P
E
。
・
ω
・
一
日
ω
l
ω
・
一
会
)
。

(
お
)
本
稿
(
ご
北
大
法
学
論
集
二
五
巻
一
号
二

O
頁
註
(
9
)参
照
。
た
だ
、
ズ
ン
ト
ハ
イ
ム
ら
の
国
家
責
任
論
は
、
公
務
員
も
個
人
的
に
責
任
を
負
う
場

ん
川
に
お
い
て
の
み
(
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
常
に
可
国
家
が
責
任
を
負
う
限
り
に
お
い
て
、
公
務
員
責
任
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ン
ハ

イ
ン
の
い
う
違
法
な
一
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
法
形
態
は
、
公
務
員
長
任
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
点
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

〔
叩
山

)
Z
E
L
2
7
2同
f
Z
0
・
ω
・
一
宮
司

(幻
)
Z
Z
ハ
一
2
7
h
ユ
【
f
E
0
・
ω
・

5
u
・

北法28(3・29)463
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説

第
四
款

収
用
類
似
の
侵
害
と
職
務
責
任

北法28(3・30J464

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
判
例
が
、
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
し
て
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
損
失
補
償
を
認
め
、
さ
ら

~J>.. 

zifltl 

に
そ
れ
を
過
失
あ
る
場
合
に
ま
で
拡
張
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
少
な
か
ら
ず
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
、
収
用
類
似

の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
と
基
本
法
三
四
条
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
に
根
拠
を
有
す
る
職
務
責
任
の
競
合
的
成
立
を
認
め
た

連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
学
説
に
と
っ
て
は
か
な
り
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
判
例
は
、
そ
の
場
合
に
も
、
収
用
類
似
の
侵
害
と
職
務
責

任
と
の
相
違
ま
で
も
放
楽
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
確
か
に
、
両
者
の
境
界
線
、
が
不
明
確
と
な

り
、
両
者
の
要
件
が
相
互
に
重
な
り
合
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
学
説
の
多
く
は
、
判
例
が
実
定
法
制
度
と
国
家
補
償
の

お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
有
す
る
限
界
が
消
滅
し
て
し
ま
う
現
象
を
嘆
く
に
止
ま
っ
て
い
る

〈

2
〉

が
、
そ
こ
に
存
す
る
問
題
は
、
ド
イ
ツ
国
家
補
償
制
度
の
体
系
の
問
題
と
も
か
ら
ん
で
微
妙
で
あ
る
。

二
基
本
法
一
四
条
の
意
味
に
お
け
る
収
用
(
い
わ
ゆ
る
技
術
的
収
用
)
と
職
務
責
任
の
区
別
は
明
瞭
で
あ
る
。
前
者
が
適
法
行
為
を

前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
恐
ら
く
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
は
、
常
に
違
法
行
為
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

伝
統
的
な
理
解
か
ら
離
反
し
た
こ
と
、

侵
害
行
為
が
違
法
の
場
合
に
、
職
務
責
任
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
も
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
が
、
違

法
・
無
過
失
の
侵
害
行
為
に
限
定
さ
れ
て
い
た
限
り
で
は
、
職
務
責
任
と
の
関
連
は
、
ま
だ
さ
ほ
ど
重
大
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
何
故

な
ら
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
は
、
基
本
法
一
四
条
の
収
用
と
職
務
責
任
と
の
聞
の
「
す
き
間
」

P
5
E
)
に
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
職
務
責
任
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
判
例
は
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
侵
害
行
為
に
過
失
あ
る
場
合
に
も
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
肯
定

し
、
し
か
も
職
務
責
任
と
の
競
合
的
成
立
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
被
害
者
は
、
得
ベ
か
り
し
利
益
を
も
含
む
完

全
な
賠
償
に
向
け
ら
れ
た
職
務
責
任
請
求
権
を
主
張
し
、
原
則
と
し
て
実
体
の
喪
失
分
に
の
み
向
け
ら
れ
た
損
失
補
償
請
求
権
を
主
張
し



な
い
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
職
務
責
任
に
は
、

害
者
に
と
っ
て
有
利
な
場
合
が
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
法
律
上
の
制
約
が
あ
り
、
損
失
補
償
請
求
権
の
主
張
の
方
が
被

a 

職
務
責
任
請
求
権
に
お
い
て
は
、
加
害
公
務
員
の
過
失
の
立
証
が
、
絶
対
的
な
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
。

職
務
責
任
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
三
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
損
失
補
償
請
求
権
の
そ
れ
は
一
ニ

O
年
で
あ
る
こ
と
。

職
務
責
任
請
求
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
の
規
定
に
よ
り
、
相
手
方
が
他
の
方
法
に
よ
る
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で

b c 
き
な
い
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

d 

職
務
責
任
請
求
権
に
お
い
て
は
、
同
法
八
三
九
条
三
項
に
よ
り
、
相
手
方
が
法
的
救
済
手
段
を
尽
く
し
た
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

過
失
あ
る
違
法
な
侵
害
に
も
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
た
連
邦
最
高
裁
の
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
職
務
責
任
に
要
求
さ
れ
た
法
律
上
の
制

限
を
、
損
失
補
償
請
求
権
が
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
の
場
合
に
示
す
利
益
は
、
国
家
機
関
が
過
失
に
よ
っ
て
行
為
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も

失
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
適
用
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
反
面
、
職
務
責
怪
に
要
求
せ
ら
れ
た
法

ペ凶
F4

 
律
上
の
制
限
が
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
易
に
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に

ドイツにおける閣の無過失支任論

も
、
両
者
を
区
別
す
る
実
定
法
上
の
実
益
が
あ
る
と
い
え
る
。

学
説
は
、
そ
の
た
め
に
、
両
者
を
区
別
せ
ん
と
し
、
方
法
論
的
に
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
は
特
有
で
は
あ
る
が
、
職
務
責
任
に

は
特
有
で
は
な
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
何
で
あ
る
か
を
探
求
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
、
両
者
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
学

説
・
判
例
の
多
く
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
を
基
本
法
一
四
条
三
項
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
結

局
は
、
収
用
な
い
し
犠
牲
補
償
と
職
務
責
任
の
対
比
の
形
を
と
っ
て
こ
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
判
例
が
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損

~U去28(3 ・ 3 1)465

失
補
償
と
職
務
責
任
の
競
合
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
理
由
と
し
て
、
「
収
用
・
犠
牲
補
償
・
職
務
責
任
に
お
い
て
は
、
全
く
異
な
る
法
領
域

に
属
す
る
法
規
範
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
vc

」
「
収
用
あ
る
い
は
犠
牲
補
償
請
求
権
の
発
生
に
と
づ
て
専
ら
決
定
的
で
あ
る
相
手
方
の
犠
牲



説

状
態
は
、
そ
れ
が
適
法
で
あ
る
か
、
違
法
・
無
過
失
あ
る
レ
は
違
法
・
有
過
失
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
か
に
関
係
な
く
生
ず
列
。
」
「
違
法
性

も
過
失
も
、
収
用
あ
る
い
は
犠
牲
補
償
の
要
件
に
属
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
職
務
責
任
の
要
件
に
と
っ
て
の
み
本
質
的
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
存
在
は
、
収
用
・
犠
牲
補
償
請
求
権
の
発
生
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
端
的
に

~itì.t 28C3 ・ 32)466

論

表
わ
れ
て
い
る
。
学
説
も
、
収
用
・
犠
牲
補
償
は
原
因
原
理
(
〈
2
5
g
n
y
g
m田
宮
古

Ne)
に
基
づ
き
、
職
務
責
任
は
過
失
原
理
(
〈
巾
7

田
町
一

E
E
g若
江
口
N

守
〉
に
基
づ
く
と
す
る
説
、
市
民
は
、
収
用
に
お
い
て
は
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
説
、
収
用
に
お
い

て
は
侵
告
の
目
的
性
〈

T
E
E
S
を
要
す
る
と
す
る
説
」
同
じ
く
、
侵
害
の
直
接
性

(
S
E
5
-
Z円

E
C
Fを
要
す
る
と
す
る
乳
、

な
ど
見
解
は
分
か
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
こ
の
点
で
は
基
本
的
に
は
変
り
が
な
い
。

ク
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
、

か
か
る
観
点
か
ら
、
従
来
の
諸
学
説
を
批
判
し
、

(
N者
巾

n
w
m
E
n
Z
2
Z
F片

L
2
7向島
E
r
B巾
) 侵

害
意
図
の
目
的
性
〈

3
E宮
町

内

仏

2
何
百
唱
忠
信
者
2
r〉、

に
区
別
の
標
準
を
求
め
て
い
る
。
ク
ッ
シ
ュ
マ
ン
に
よ
れ

な
い
し
処
分
の

M
的
志
向
性

ば
、
こ
の

U
的
志
向
性
と
は
、
市
民
の
権
利
侵
害
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
必
要

は
、
技
術
的
な
味
の
収
別
に
対
し
て
は
、
基
本
法
一
四
条
三
項
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
収
用
類
似
の
侵
害
に
お

い
て
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
収
用
類
似
の
侵
害
も
や
は
り
個
人
の
権
利
と
公
共
の
利
益
と
の
聞
の
緊
張
状
態

に
基
づ
い
て
い
る
。
け
だ
し
、
国
家
は
、
市
民
の
権
利
を
保
護
す
る
一
方
、
優
越
す
る
公
益
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ

(ω
目
)
白
コ
ロ
ロ
ロ
向
田
]
E
m
m
)

る
行
為
を
、
そ
れ
が
市
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
危
険
と
結
び
つ
き
う
る
と
い
う
理
由
で
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
場
合
に
、
負
担
平
等
の
思
想
は
、
市
民
が
具
体
的
な
公
益
追
求
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
、

の
基
礎
に
は
な
い
。
職
務
責
任
は
、

。
公
共
の
利
益
の
た
め
に
ψ

蒙
っ
た
損
害
を
補
償
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
状
態
は
、
職
務
責
任
の
要
件

む
し
ろ
義
務
違
反
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
確
か
に
公
務
員
に
は
、
職
務
上
の
権
限
は
公
益
の
た

め
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
c

し
か
し
、
収
用
法
に
と
っ
て
特
徴
的
な
緊
張
状
態
は
、
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
行
為
が
、
客
観
的
に
も
主



観
的
に
も
、
公
益
の
直
接
的
な
追
求
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
公
益
追
求
が
職
務
義
務
違

反
と
な
る
場
合
に
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
職
務
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
選
択
的
に
認
め
ら
れ
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
被
害
者
に
は
、
後
者
の
請
求
権
の
み
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
0

・

ダ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
両
者
の
請
求
権
の
競
合
的
成
立
を
認
め
た
判
例
と
職
務
責
任
の
み
を
肯
定
し
た
判
例
を
挙

げ
、
自
ら
の
見
解
の
正
当
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
、
憲
法
的
次
元
で
理
解
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
そ
れ
を
単
な
る
犠
牲
法
(
〉
己
『
1

8
r
Eロ
唱
5
5
4
の
拡
張
と
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
請
求
権
の
憲
法
上
の
矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
は
レ
ル
ヒ
ェ
(
戸
号
与
る

で
あ
出
。
レ
ル
ヒ
ェ
は
、
収
用
と
職
務
責
任
の
根
源
が
、

一
方
は
客
観
的
な
負
担
の
調
整
で
あ
り
、

一
方
は
過
失
あ
る
違
法
な
作
用
か
ら

の
保
護
で
あ
る
点
で
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
例
に

直
面
し
て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
職
務
責
任
と
収
用
補
償
と
は
大
き
く
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
り
、
前
者
を
後
者
が
侵
蝕
し
て
し
ま
う
結

車暗

果
と
な
る
が
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
拡
張
を
、
む
し
ろ
犠
牲
法
に
属
せ
し
め
、
こ
れ
を
い
わ
ば
「
犠
牲
類
似
の
も
の
」

(
2『C
℃
i

同
巾

E
ロ
宮

m
g
rご
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
法
三
四
条
の
一
四
条
に
よ
る
破
壊
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る

)
O

ドイツにおける国の無過失責任論

違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
、
基
本
法
一
四
条
や

m
討
目
己
〉
「
岡
山
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
反
対
し
、

そ

れ

pg 
を
、
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
国
家
の
直
接
的
責
任
と
し
て
の
新
た
な
法
形
態
(
国
家
責
任
)
と
位
置
づ
け
た
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
職
務

責
任
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
職
務
責
任
は
、
違
法
な
公
権
的
作
用
を
公
務
員
個
人
に
帰
属
さ
せ
、
公
務

~t法28(3 ・ 33)467

員
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
国
に
転
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
責
任
は
、
公
務
員
の
個
人
的
責
任
を
前
提
に
し
て

い
る
o

そ
れ
に
対
し
て

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
の
い
う
国
家
責
任
ハ
違
法
な
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
〉
は
、
違
法
な
公
権
的
作
用
を
直
接

国
に
帰
属
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
そ
れ
故
に
、
職
務
責
任
と
国
家
責
任
と
は
、
公
務
員
に
よ
っ
て
第
三
者



説
号/込

iitfH 

ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
両
者
に
矛
盾
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
何
か
あ
る
結
論
を
ひ
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
、

北法28(3・34)468

に
違
法
に
加
え
ら
れ
た
損
害
に
対
す
る
国
の
責
任
の
、
二
つ
の
相
互
に
矛
盾
す
る
形
態
で
あ
る
こ
と
を
直
載
に
認
め
て
い

h
L
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
職
務
責
任
と
同

時
に
存
在
す
る
国
家
責
任
の
放
棄
を
要
求
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
や
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判

例
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
の
国
家
責
任
に
関
す
る
論
争
や

0
・
7

イ
ヤ

l
の
公
法
上
の
損
失
補
償
の
体

系
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
っ
ち
み
ち
現
行
法
の
基
礎
に
も
こ
の
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
矛
盾
の
存
在
を
指
摘
す
る
に

止
め
ら
れ
て
い
る
。

(
1
)

∞。
Z
N
一ω
・∞∞

(
2
)

「
損
失
補
償
請
求
権
は
、
職
務
責
任
請
求
権
と
は
、

る
」
(
図
。
Z
N
G
W
∞∞
u
U
M
)

。

(
3
〉
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
「
収
用
、
か
適
法
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
疑
い
な
い
」

3
口
7
2
5
3
T
ω

石田一

ω・
2
3
と
言
い
、
ャ
ン
セ

ン
も
「
行
政
手
段
と
し
て
の
グ
技
術
的
な
。
収
用
は
、
適
法
な
行
為
形
態
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
(
』
5
2
2・
2
0・
ω・
5
3
と
述
べ
て
い

る
。
判
例
と
し
て
は
、
回
の
出
N
?
日吋
0
0∞口)。

(
4
)

も
っ
と
も
、
職
務
責
任
は
、
公
務
員
に
よ
っ
て
第
三
者
に
違
法
に
加
え
ら
れ
た
損
害
に
対
す
る
国
家
責
任
を
確
定
的
に
規
定
し
た
も
の
だ
と
理
解
す

れ
ば
(
た
と
え
ば
、

ω
g
L
Z
F
O
F口同一
K
Z
R
r
z
w
Z
開口円
ω
口広丘四戸口問・

ω・
合
-

A

印
?
ミ
)
、
違
法
・
無
渦
失
の
侵
古
に
対
す
る
損
失
術
償
も
、

職
務
責
任
と
真
向
か
ら
衝
突
し
、
両
者
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

(
5
)
前
述
四
三
九
頁
参
照
。

(
6
)

却
の
出
N
〕

y
w

同一山田町向・

(
7
)

∞
の
出
N

一ω"
∞∞(由印)・

(
8
〉
∞
C
E
N
-
ω
・
∞
∞
(
旧
日
戸
山
田
)
-

F
9
)

切
の
国
N
-
ω
・∞∞

(
U
6
・

か
そ
の
法
的
性
質
上
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
4

、
そ
れ
と
は
グ
異
な
っ
た
領
域
。
に
あ



制

(
叩
)
巧
2
5
ω
F
3
N
M
E
r
-
-
i
一
ω
吾
郎
会
問
戸
E
問
。
D
E
R
-
戸
《
生
命
色
町
内
コ
同
一
戸
n
r何
回
E
L
・
0
0
〈
呂
田
ω
・
ω
・
目
。
コ
r
Z
5
2
・
2
0
・
∞
-
M
A
A
H

回
。
出
N
5
・
∞
∞

(
回

N
)

・

(
日
〉
m
r
r
R
F
P
E
Z
E
口
問
与
え
ぎ
認
さ
{
含
=
c
o
t
-
o
丹
作
品
。
ω
号
E
g
n
r
s
o
F
ロ
丹
z
n
r
g
p
n
r
F
U
O
〈
一
∞
∞
↓
ω
・
芯
∞
『
・

H

A

名
2
2
m
p
s
。
・

∞-
m
D
∞
 

(
口
〉
r
E
Z
D
・
S
c
-
ω
・
5
7
5
E
司
・

(
日
)
図
。
出
N
ω
ア

主
(

4

3

u

回
の
出
・
2
』
ぎ
一
回
宝
・
ω
・
-
E
一
回
C
E
・
0
〈
回
一
一
回
目
印
w
ω
-
g
a
s
-

(
川
内
)
阿
ハ
=
間
口
7
5
E
P
O芯
K
F
σ

四日ロ
N
Z
口
問
L
2
開
口
件
。
凶
四
百
5
m
E
M
L
ι
2
〉
ロ
『
D
旬
町
内
門
戸
山
口
問
〈
C
口
L
2
〉
吉
伸
印
7
え
丹
ロ
コ
同
一
口
仏
2
H
N
2
r
g
司
耳
目
}
d
c
コ
同
L
m
m

F
E
2
四
2
5
r
r
q
F
Z
』
巧
一
∞
∞
∞
ω
・
印
吋
ム
弓
・

(
山
川
)
同
日
n
r
ヨ
E
P
E
0
・
ω
司
印
司
・

(
日
)
H
Lぬ
R
Y
P
〉
B
Z
Y
止
さ
口
問
ロ
ロ
《
凶
作
向
戸
件
目
F
m
ロ
E
d
寝
間
一
日
k
r
2
M
W
F
口
同
町
一
同
町
-
H
G
-
-
u
m
-
ω
・
ω
ω
吋
弓
・

(
げ

)
H
h
R
Z
W
E
。
・
ω
・
2
0
『
・
し
か
し
、
レ
ル
ヒ
ェ
の
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
何
故
、
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
が
、
憲
法
上
の

基
礎
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
か
憲
法
以
下
の
法
的
基
礎
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
職
務
責
任
と
一
致
し
た
り
一
致
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
、

犠
牧
補
償
請
求
権
は
、
完
全
に
憲
法
上
の
地
位
を
有
す
る
と
す
る
通
説
を
、
い
と
も
安
易
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
即
座

に
提
起
さ
れ
よ
う
(
Z
2
今
ロ
Z
F
s
。
・
ω
・
5
0
h
・
)
。

〈
叩
巾

)
E
Z
《
凶
Z
E
E
-
2
0
・
ω
・
5
0
司
.
ω
・
-
2
.

(
川
口
〉
一
九
世
紀
に
公
務
員
の
個
人
的
責
任
を
主
張
し
た
学
説
(
ζ
o
y
-
-
ω
E
ロ
〉
が
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
国
家
責
任
を
否
定

し
た
の
に
対
し
、
国
家
責
任
を
主
張
し
た
学
説
は
、
公
務
員
の
個
人
的
責
任
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。

(
却

)
0
・
7
イ
ヤ
!
に
お
け
る
公
法
上
の
損
失
補
償
の
理
論
と
、
そ
の
理
論
が
職
務
義
務
違
反
の
行
為
に
対
す
る
公
務
員
の
個
人
的
責
任
に
つ
い
て
は
、

令
く
当
時
の
支
配
的
な
見
解
に
従
っ

τい
る
こ
と
の
矛
盾
に
関
し
て
は
、
本
橋
付
北
大
法
学
論
集
二
五
巻
一
号
二
五
頁
参
照
。

(
引
)
権
利
の
違
法
な
侵
害
か
ら
、
公
務
員
に
対
し
て
個
人
的
に
向
け
ら
れ
た
損
害
賠
償
請
求
権
と
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
侵
害
の
除
去
を
求
め
る
請

求
権
と
が
同
時
に
生
じ
る
こ
と
を
指
す
。

(
2
J
Z
S
《
凶
g
y
s
z
・
2
0
・
ω
・
5
吋
・
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